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研究ノート

介護・介護労働をめぐる問題（Ⅱ)

介護報酬改定等の影響を視野に入れて

川 村 雅 則

は じ め に

本稿は，筆者のゼミナール で2010年の

夏から秋にかけて行なった，特別養護老人

ホーム（以下，特養）で働く介護労働者や施

設長を対象に行なった調査結果をまとめたも

のである。

私たちは，今回と同様の方法・内容で，介

護労働の実態を明らかにするための調査を

2008年に開始した 。2009年には，結果は未

刊行であるが，介護報酬改定の影響を尋ねた

簡易な調査も行なった。今回の調査はそれら

に続くものである。

よって調査研究における問題意識について

は，従来と変わるものではない。簡潔に述べ

れば，政府のいう「介護の社会化」というの

は本当に実現しているのか。私たちの直接の

研究テーマである介護労働をめぐる問題に

限っても，低賃金や過重労働あるいはそれを

背景にした高い離職率など，介護の持続可能

性は危機的状況にあるのではないか，という

ところにある。今回の調査でもそれは同様だ

が，二点ほど追加しておく。

一つには，2009年の介護報酬のプラス改

定や介護職員処遇改善交付金（以下，処遇改

善交付金あるいは交付金と略）の導入で介護

現場がどれだけ改善されたのか，ということ

にある。

前者の趣旨等については次のとおり（次頁

の資料）説明されている 。すなわち，近年，

「介護従事者の離職率が高く，人材確保が困

難であるといった状況」にあることから，そ

の処遇改善が目指され，今回のプラス改定に

至った。その基本的な視点としてあげられて

いるのは，⑴介護従事者の人材確保・処遇改

善，⑵医療との連携や認知症ケアの充実，⑶

効率的なサービスの提供や新たなサービスの

検証，である。もっとも，ここでの報酬改定

の特徴は，基本報酬の底上げではなく，手厚

いケア・人員体制を加算というかたちで評価

するという内容だった 。
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1)野々川華奈（４年生），内藤泰葉・城下一成・

廣野歩（以上，３年生），若林大樹・本山栞・高

橋賢慎・池田翔奈・佐竹孝紀・本間智浩・藤澤理

子・福嶋夏美・石上千里（以上，２年生）の計

13名がこの調査に参加した。野々川が調査全体

の管理的な業務を担った。また，学生が中心と

なって作成した調査報告書（簡易版）のとりまと

めで，佐竹が中心的な役割を果たした。

2)その結果については，川村（2008）を参照。

3)厚生労働省「平成21年度介護報酬改定の概要」

（福祉・介護人材確保対策に関する説明会資料）。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/

fukusijinzai kakuho02/index.html

4)具体的には，介護従事者の専門性等のキャリア

に着目した評価として，介護福祉士の有資格者や

常勤職員・３年以上勤続者が多く配置されている

こと（サービス提供体制強化加算）が評価され，

また，サービスの特性に応じた業務負担に着目し



後者の処遇改善交付金事業 は，2009年

10月から実施され，介護労働者の処遇改善

に取り組む事業者に対して，交付金が支給さ

れるという内容だ。その金額は，介護職員

（常勤換算）１人当たりで月額平均1.5万円

と見込まれている。賃金の改善方法は，ベー

スアップ，定期昇給，手当て，賞与，一時金

等いかなる内容でもよいとされているものの，

対象があくまでも介護労働者に限定される点

が特徴だ。

さて，これらの施策も反映してなのか，そ

の後，介護職の離職率が17.0％と前年度比

で1.7ポイント下がった ことが報じられた

ものの，離職率低下の背景には，労働市場の

全般的な厳しさにともない介護現場からの退

出が困難となったという事情もあるようだ。

その意味では，介護現場が改善されているか

どうかの検作作業は不可欠といえよう。

問題意識のもう一つは，政府の社会保障政

策をめぐる動向に関わる。

すなわち，川村（2008）にも記載のとおり，

そもそも社会福祉基礎構造改革 の嚆矢とし

て成立した介護保険制度について，八代ら
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資料 平成21年度介護報酬改定について

出所：厚生労働省ホームページより。

た評価としては，例えば，介護が困難な認知症高

齢者等が一定割合以上おりなおかつ介護福祉士の

配置がなされていること（日常生活継続支援加

算），夜勤時の手厚い職員配置（夜勤職員配置加

算）や同じく看護職員の手厚い配置（看護体制加

算）が，評価されることとなった。

5)厚生労働省ホームページ内のトピック「介護職

員処遇改善交付金」を参照。http://www.mhlw.

go.jp/topics/2009/10/tp1023-1.html

6)介護労働安定センター（2010）の調べによる。

7)社会福祉基礎構造改革の考え方やその実現の経

過等については炭谷（2003）を参照。
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（2005) は，「部分的ではあるが公的福祉制

度の市場経済化を図ったもの」として高い評

価を与えている。

だがこれらの一連の改革（社会保障構造改

革）は高く評価できるものなのか。改革への

批判的な立場 からは，受益者負担が強化さ

れ福祉を享受する権利が変質し，一般商品と

同じように，サービスの購入はカネ次第とな

り，結果，低所得者層を中心に利用抑制が生

じていること，また，私たちの関心事である

働く人達の状態に限っても，社会保障費の抑

制・公的責任の後退や，営利事業者を含む多

様な事業主体の参入，さらに常勤換算方式の

導入などもあいまって，事業運営の不安定化

や労働条件の切り下げが進んでいることが指

摘されている。

ところが，そうしたいわゆる改革が，十分

な検証も行われないまま再び引き継がれよう

としているのではないか。いわゆる「福祉の

介護保険化」の推進である。例えばそれは，

保育分野の「子ども・子育て新システム」な

どにあらわれている。そこで用いられようと

しているのは介護保険制度の枠組みであって，

同制度をめぐる問題点への反省はみられない。

政府が掲げる「強い社会保障」とは何なのか，

予断を許さない状況にある。

もちろん，介護を含め，いかなる社会保障

政策を目指すのかは国民の選択によるしかな

い。その判断の材料として，この領域で働く

ひとたちの実態や改革のもたらしたものをし

つように問い，よりよい介護制度を求め続け

ることには一定の意義があると考え今回の調

査に至った。

Ⅰ．調査の概要

１．調査の目的，方法及び時期

今回，特養を対象にあらためて調査を行な

う目的は，介護労働を中心に介護現場の実態

把握を行い，制度の改善のために役立つ資料

を作成することにある。2009年の介護報酬

の改定や処遇改善交付金でどの程度職場が改

善されたのかも視野に入れた。

以上の問題意識で，道内の全ての特養 を

対象にして，次に示す三種類の調査を行なっ

た。

１)札幌市内29施設の施設長からの聞き取

り調査

第一に，札幌市内の特養の施設長（管理職

のケースも含む）を対象に行なった聞き取り

調査である（以下，聞き取り調査）。

札幌市内46箇所の特養に対して聞き取り

調査の依頼を行なった。29の施設が応じて

くれた。聞き取りは，施設を訪問しておよそ

１時間半から２時間超の時間を使って行なっ

た（但し，都合が悪く１時間程度で切り上げ

になったケースもあった）。学生だけで実施

した施設が23箇所である。時期は，2010年

８月の中旬から９月の中旬である。

２)全道の特養施設（施設長）を対象とした

アンケート調査

第二に，全道290箇所の特養の施設長を対

象に行なったアンケート調査である。調査の

依頼文書と調査票と返信用封筒をそれぞれ１

部ずつ封筒に入れ，９月の初旬に郵送した。

９月中に回収された81件（いずれも有効回

答）を分析の対象とした。以下，施設長アン

ケート（調査）と呼ぶ。

介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村)

8)八代（2005）p.8～9。

9)伊藤周平の一連の文献を参照されたい。

10)名簿は北海道庁の保健福祉部福祉局高齢者保健

福祉課のサイトから入手した（2010年７月31日

時点のもの）。以下，同様。
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３)全道の特養施設で働く介護労働者を対象

としたアンケート調査

第三に，特養で働く介護労働者を対象とし

たアンケート調査である。２つのルートで行

なった。

第１のルートは，上記の施設長アンケート

ルートを活用し，封筒内に，介護職を対象と

した調査票・調査依頼文書そして返信用封筒

を１施設につきそれぞれ10部（10人分）ず

つ同封し，介護職に対しての配布を施設長に

お願いした。介護職であれば，雇用形態（正

規／非正規）を問わない，とした。

後述の８施設を除く282施設に対して郵送

し（つまり配布部数は2820部），650部の回

収があった。回収率は23.0％である。

第２のルートは，介護労働者を組織してい

る札幌中小労連・地域労組（略称，札幌地域

労組）の協力を得て行なった。すなわち同労

組が組織されている８施設については，同労

組ルートで調査票を配布してもらった。但し

配布の対象は組合員に限定はしていない。合

計で400人分を配布してもらった。回収作業

については，同労組ルートあるいは返信用封

筒を用いた。

400部配布し203部の回収を得た（同

50.8％）。

上記２つのルートで10月初旬までに回収

された全ての調査票（合計853部）が有効回

答である。以下，労働者アンケート（調査）

と呼ぶ。

なお本文中において，波線で囲んだのは聞

き取り調査の結果で，二重線で囲んだのは施

設長アンケート，点線で囲んだのは労働者ア

ンケート，それぞれの自由記述である。煩雑

で読みづらいかもしれないが，良質のルポ

などがもつ介護現場のしんどさを伝える力の

不足を少しでも補いたく本文中に掲載した次

第である。

２．調査の内容

施設長アンケートや労働者アンケートで尋

ねた内容については，資料として添付した調

査票そのものを参照いただき，ここでは，聞

き取り調査で尋ねた内容を整理しておく（聞

き取りの結果がアンケートに反映されてい

る）。

１）施設の概要

事業年数や施設で提供している介護サービ

ス事業内容，施設の居室の状況などからはじ

まり，利用者（入居者）数及び利用者の要介

護度と最近の特徴（要介護度が重くなる＝重

度化など）やそれに対する施設側の対応，加

えて，職員に関する情報として，どのような

職種のひとが，どれだけの人数働いているの

か，雇用形態の情報も含めてお聞きした。

２)施設の運営の状況や，報酬改定・交付金

による効果など

2009年の介護報酬の改定や介護職員処遇

改善交付金は，施設運営や介護職員の労働条

件の改善等にどれだけ貢献したかを中心に聞

いた。具体的には，どの位の収入増があり，

増収分で具体的にどんな労働条件の改善を

図ったのかあるいはその他の使途について尋

ねたほか，加算を中心とする2009年改定及

び処遇改善交付金それぞれに対する評価や課

題など。

３）介護職員の労働条件・処遇等

今回の調査のメインである。具体的には，

介護職員の配置状況にはじまり，⑴介護職員

のここ数年の募集・応募（採用）の状況や離

職の状況，⑵働き方や勤務に関することとし

て，仕事の内容・一日の仕事の流れ，勤務

ローテーションや夜勤の状況，実際の労働時

間や休憩の有無，有給休暇の取得状況，仕事
11)例えば，白崎（2009），本岡（2009）などを参

照。
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の過密さ・人手不足感などを尋ねた。その他

にも，対利用者及び家族との間のストレスや

困り事，職員の安全衛生について聞いた。加

えて，⑶離職の背景として指摘されている，

賃金・処遇について尋ねた。具体的には，介

護職員の賃金形態や平均的な賃金水準，定期

昇給の有無やその内容，非正規職員の処遇や

正規職員への転換ルートの有無及びその実態

について，などなどである。

もっとも，あらかじめ述べると，上記２）

の質問については数値で具体的な情報を得る

ことがなかなかできなかったこと，また，調

査経験の不足という学生側の事情もあり，必

ずしも望んでいたような情報が全て得られた

わけではなかった。

なお以下の６つを資料として掲載している

ので参照されたい。

資料１：施設長アンケート・自由記述

資料２：労働者アンケート・自由記述

資料３：施設長アンケート結果一覧表

資料４：労働者アンケート結果一覧表

資料５：施設長アンケート調査票

資料６：労働者アンケート調査票

Ⅱ．調査の結果

以下では，３つの調査結果にもとづきなが

ら論述を進めていく。

それぞれの調査項目で，まずはじめに，聞

き取り調査で明らかになった結果を概括的に

まとめ，続いてアンケート調査の結果を整理

している。但し小論では，29施設での聞き

取り調査結果を十分にいかしきれていない。

筆者も参加した６施設での結果の一部を用い

ているのみである。聞き取り調査の結果につ

いては，別の機会にあらためて整理したい。

なお，無回答は除いて計算しているので，

各設問における有効回答数は必ずしも一致し

ない。

１．回答施設・回答者の属性等

まずアンケート調査で回答のあった81の

特養施設とそこで働く853人の介護労働者の

概要を簡単にまとめておく。

施設長アンケートで回答のあった施設の運

営主体は，地方公共団体が11で，社会福祉

法人が70施設である。前者，すなわち地方

公共団体による運営（公営）については十分

な調査を行ないえていないので，以下では，

後者の社会福祉法人運営（民営）の施設の結

果を中心にみていく。70のうち15の施設が

札幌を所在地としている。

次に，労働者アンケートで回答のあった

853人については，性別は，女性が８割弱

（77.1％）を占めている。年齢は，訪問介護

事業と異なり若い年齢層が多く，30歳未満

が３分の１弱（32.9％）を占め，30歳代

（27.3％）もあわせると全体のおよそ６割を

占める。

現在の施設で５年以上働いているものは半

数弱で，他の介護施設・事業所もあわせた，

介護分野での就労年数でみると，５年以上が

60％強にまで増える。

雇用形態は，正規雇用が６割強で，フルタ

イム型の非正規雇用が３割，パートタイム型

の非正規が１割弱（7.7％）である。

２．介護報酬改定と処遇改善交付金はどう使

われたか

冒頭に述べたとおり，基本報酬の底上げで

こそなかったとはいえ，2009年には介護報

酬のプラス改定が行なわれた。聞き取りでも，

各施設でそれなりの加算が取得されたことや，

報酬増分が労働者に配分されたことが語られ

た。もっともそれも，二度にわたるマイナス

改定で運営状況が苦しい中にあってのことで

（施設によってはすでに賃金カットなどでし

のいできたところもあり），大幅な改善とい

― ―79介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村)



うより，せいぜい「一息つくことができた」

という程度の印象を受けるところが多かった。

さて，施設長アンケートで具体的にみると

（表１），第一に，(ａ)加算の取得状況は，日

常生活継続支援も，看護や夜勤の体制も，６，

７割の取得状況となっている（札幌以外の施

設で取得状況が低い点は，人材確保に関する

地域間格差を示唆する）。第二に，(ｂ)報酬

改定による収入増の割合は，3.0％以上の報

酬増があった施設こそ３割にとどまるものの，

民営に限定すると４割弱までその数値は改善

され，また加算の取得状況と同様に，札幌の

施設で報酬増の大きいところが多い。もっと

も第三に，(ｃ)介護報酬であらゆる経費をま

かなう必要がある中で，しかもこの間の減額

改定を受けた施設運営の厳しさを反映してか，

報酬増の全額が人件費にまわされているわけ

ではない。

なお第四に，表は省略するが，交付金事業

については，回答のあった77施設（公営10，

民営67）のうち，公営を除く 民営施設で

はほぼ100％（65施設）が2009年度も2010

表１ 全体及び運営主体別にみた，取得した加算の種類，報酬改定による収入増の割合，報酬増のうち人件費部
分への配分割合（複数回答可） 単位：施設，％

全体 運営主体別

公営 民営

全体 札幌市内 それ以外
81 100.0 11 100.0 70 100.0 15 100.0 55 100.0

ａ．取得した加
算の種類

日常生活継続支援加算 52 64.2 7 63.6 45 64.3 12 80.0 33 60.0

看護体制加算( ) 59 72.8 7 63.6 52 74.3 14 93.3 38 69.1

看護体制加算( ) 30 37.0 5 45.5 25 35.7 6 40.0 19 34.5

夜勤職員配置加算 57 70.4 5 45.5 52 74.3 13 86.7 39 70.9

サービス提供体制強化加算( ) 17 21.0 1 9.1 16 22.9 5 33.3 11 20.0

サービス提供体制強化加算( ) 8 9.9 3 27.3 5 7.1 5 9.1

サービス提供体制強化加算( ) 5 6.2 1 9.1 4 5.7 4 7.3

67 100.0 9 100.0 58 100.0 12 100.0 46 100.0

ｂ．介護報酬改
定による収
入増の割合

1.0％未満 12 17.9 3 33.3 9 15.5 1 8.3 8 17.4

1.0～2.0％未満 14 20.9 2 22.2 12 20.7 2 16.7 10 21.7

2.0～2.5％未満 11 16.4 3 33.3 8 13.8 1 8.3 7 15.2

2.5～3.0％未満 8 11.9 1 11.1 7 12.1 2 16.7 5 10.9

3.0～3.5％未満 4 6.0 4 6.9 1 8.3 3 6.5

3.5～4.0％未満 3 4.5 3 5.2 3 6.5

4.0％超※ 15 22.4 15 25.9 5 41.7 10 21.7

（再掲) 3.0％以上 32.8 37.9 50.0 34.8

68 100.0 9 100.0 59 100.0 12 100.0 47 100.0

ｃ．介護報酬増
のうち人件
費部分への
配分割合

半分以下 18 26.5 5 55.6 13 22.0 5 41.7 8 17.0

６割程度 13 19.1 13 22.0 3 25.0 10 21.3

７割程度 6 8.8 2 22.2 4 6.8 1 8.3 3 6.4

８割程度 3 4.4 3 5.1 1 8.3 2 4.3

９割程度 6 8.8 6 10.2 6 12.8

全 額 22 32.4 2 22.2 20 33.9 2 16.7 18 38.3

注：ｂの※は調査票上で誤記。正確には「以上」。
出所：施設長アンケートより作成。

12)この事業では，例えば賃金カットを行なった上

で交付金を使用して賃金を維持あるいは改善する

という，いわば見せかけの賃金改善は許されてい

ない。人勧によるマイナス勧告・賃金引下げが続

いているためか，公営の施設からは申請自体が少

ないとのことであった。以上は，北海道保健福祉

部福祉局高齢者保健福祉課からの電話によるヒア

リング（2010年12月01日）による。

― ―80 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



年度もその申請をしている（2010年度は申

請予定を含む）。

繰り返しになるが，連続のマイナス改定の

経験等をふまえれば，今回の施策はさしあた

りは評価されるものであるが，多くの施設長

はそれらの措置に「課題あり」あるいは低い

評価を与えている（表２）。なぜか。聞き取

りの結果もふまえていえば，前者は，過去の

減額改定をおぎなうほどの報酬増ではなかっ

たこと，あるいは，全体の底上げではなく加

算措置による報酬増であって，そのことにと

もない施設運営が不安定になる・加算を取得

するための諸経費がかかるなどの問題点が指

摘されていた。さらに私たちの直接の研究

テーマではないが，保険方式のジレンマ，す

なわち報酬増にともなう利用者の負担増をめ

ぐる問題が避けて通れない。また，施設・事

業者に求められているキャリアパスなど，中

長期的な人材育成や賃金体系の設計を考える

上で，介護報酬が３年というサイクルで改定

されることが障害となる（見通しがたたな

い）という声も聞かれた。

処遇改善交付金制度については，いわば強

制的に賃金に使われるものであるため賃金改

善が期待されるものの，介護職に限定されて

いることや時限的なものであって先行きが不

透明である（それゆえ給与表の書き換えでは

なく一時金での支出で対応されているケース

がほとんどのようである）ことなどが指摘さ

れている。

施設Ａ> 一般給与ではなく，賞与のと

ころでそれを反映させています。一時金

ですね。それは正職だけじゃなくて，介

護職全員がその恩恵にあずかるようにし

ていますけれども。ただね，介護職だけ

が〔働いているわけではないため〕，ま

あ，なんでしょうね。看護師の場合には，

看護師の職種としてのスキルに見合った

金額を報酬として出しますよね。同じよ

うに考えれば，介護職のその地位とか，

そういうのを上げるためにはそれで良

かったかもしれないんですが，ただ同時

に，例えばソーシャルワーカー，ケアマ

ネ，事務職員，そういった職種とのコン

トロールが難しい。〔介護職だけでなく〕

みんながもらいたい。そこがね，難しい

ところですけどね。

表２ 全体及び運営主体別にみた，介護報酬改定と処遇改善交付金に対する評価
単位：施設，％

全体 運営主体別

公営 民営

76 100.0 10 100.0 66 100.0

ａ．2009年 の

介護報酬の

改定につい

て

非常に高くしている 5 6.6 5 7.6

評価しているが課題もある 47 61.8 4 40.0 43 65.2

あまり評価していない 19 25.0 4 40.0 15 22.7

まったく評価できない 5 6.6 2 20.0 3 4.5

ｂ．介護職員処

遇改善交付

金について

非常に高くしている 3 3.9 3 4.5

評価しているが課題もある 50 65.8 5 50.0 45 68.2

あまり評価していない 19 25.0 4 40.0 15 22.7

まったく評価できない 4 5.3 1 10.0 3 4.5

出所：施設長アンケートより作成。
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施設Ｃ> やはり加算をとることによる

リスクというか，事務管理も含めて難し

い面はあります。また，一番は，利用者

さんの負担ですね。これがあるものです

から。たしかに，経営的なことを考えた

ら要件さえ満たせばすべて取れるものは

取るという考え方ができるかもしれませ

んが。ただ，そのことで利用者負担を過

度に与えたくないという事情もあります。

セーフティネット的な役割が一番ある施

設が特養ですから，そういったところを

考えていますね。ですから，実際，取れ

る加算ではあるけれども取ってない加算

もあります。

【022】介護報酬の改定のほとんどが加算

によるものである。理論上は３％増だが

実際は入院者増で減収。改善交付金は介

護職に限定されている。

【025】入所者への適正なサービスを提供

できるだけの人件費相当分を生み出すこ

とのできない改定であり，交付金につい

ても，時限的措置であることから，一時

金による支給にとどまった。人間を相手

にする介護サービスに従事する職員が安

心して生活できるような対策を早急に講

じてもらいたいと思っている。

【035】収入増そのものは好ましい事だが，

いずれにしても事業収入には上限がある

事業形態であるので，事業努力によって

確保可能な上限が報酬単価等の変動に

よって上下するのであれば，職員の処

遇＝見合った賃金の〝体系"を定めるこ

とが出来ない。

【048】報酬改定により質の向上を求めら

れるのはわかるが，加算による増収，そ

のための事務手続きの煩雑及び事務量が

増した。交付金については，介護職員の

定着も考慮してのことと思うが，特定の

職種への支給というのは職員の均衡がと

れないと感じる。

【049】介護報酬の改定は努力している施

設とそうでない施設は差があっても当然

という，基本的な考え方に基づいて加算

制度を導入したわけですが，競争という

原理からすれば当然だと思います。しか

しながら，私どものような僻地の施設は

加算が取りたくても人材が確保できない

施設もあり，加算がとれないのは努力が

足りないという一言で片付けられるよう

な介護報酬のあり方は疑問です。介護職

員改善交付金は，将来的な制度の運営や

財政問題を置き去りにして，人材の確保，

定着化を図るという大義名分で一過性の

手段として創設した制度と理解していま

す。制度が終了した後どのような方向に

進むのか，先行きも見えない中で国がく

れるというから有効に活用しなさい，も

らっただけ得よというような考え方が横

行しています。一体だれが負担するので

すか，根本的な問題が何も解決されない

場当たり的な政策の展開には全く納得し

ませんので評価しません。

【054】報酬改定については評価できる。

また，介護職員処遇改善交付金について

は，介護職員の待遇改善につながるが，

それのみで人材の確保につなげるのは難

しい状況である。交付金制度によるもの

ではなく，報酬単価に組み込むなどの工

夫をしてほしい。

【059】50名定員の施設として，財政的

に非常に厳しく，全職員に対し減給等を

実施してきている。介護職員だけでなく

全体的な介護報酬の底上げを行ってほし

い。

【063】処遇改善交付金については，現時

点では時限的なもので，その後どうなる

か明確になっていないので，あまり評価
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はしていない。改定については，種々の

条件がクリアされないと報酬に反映され

ない点，人件費等のコストアップに直接

〔補塡〕されない点が課題点だと思う。

【072】小規模事業所にとっては，加算方

式の改定，あるいは報酬に応じた率の交

付金はサービス量そのものが小さいため

収益の増にはつながらない。

【074】ユニットケア特養は利用者支援に

かかわる時間や家族的な施設。ユニット

毎の支援などから多くの職員の配置が必

要となり，現行の単価では職員の給与体

系や確保に苦慮しており，更なる報酬改

定や処遇改善交付金の継続や報酬への組

み入れなど改善が必要である。

【079】介護職員だけを取り上げる方法が

誤っている。市場競争へ丸投げしたのが

原因で，それ以前に，看護のような確固

たる専門性と地位を介護に与えておくべ

きだった。

【080】今の介護報酬では，年収平均300

万位までしか出せない。給与が安く，職

域が不安定な状況を雇用している場の責

任転化するような，国の介護保険制度で

は，事業所は，長く続かない。介護制度

を一般市場に解放するような一国の制度

には，不安と不信しかありません。

それらをふまえた上でのことだが，介護報

酬改定と交付金による報酬増で，職場で，給

与改善を中心に労働条件が改善されているこ

ともまた事実ではある。選択肢の表現がやや

異なるが，施設長アンケートと労働者アン

ケートの結果をまとめたのが表３である 。

特徴の第一は，施設長アンケートでみると，

給与の改善が多くの職場で行われている

（84.0％／民営に限ると91.4％）。もっとも

13)ちなみにそれぞれの調査の設問は，施設長アン

ケートでは「今回の報酬改定にともなう収入増や

処遇改善交付金で，介護職員の労働条件・処遇に

ついて，どのような改善を実施していますか」で，

労働者アンケートでは，「2009年の介護報酬改定

や介護職員処遇改善交付金をうけて（あるいはそ

の前後で），あなたの職場では，介護職員の労働

条件や処遇に関してどのような改善がありました

か」（いずれの調査も複数回答可）であって，と

くに違いはない。
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表３ 介護報酬増・処遇改善交付金で実施された労働条件・処遇の改善状況
（複数回答可，労働者アンケートでは勤続１年未満を除く） 単位：施設／人，％

施設長 労働者

81 100.0 739 100.0

ア．給与（一時金や諸手当を含む）の改善 68 84.0 425 57.5

イ．介護職員の増員 31 38.3 99 13.4

ウ．夜勤時の負担軽減 9 11.1 44 6.0

エ．有休の取得促進 6 7.4 40 5.4

オ．非正規の介護職員を正規に転換させた 26 32.1 34 4.6

カ．人事評価制度の整備・改善を図った 6 7.4 33 4.5

キ．施設・ハード面の改善 10 12.3 25 3.4

ク．研修機会の拡充，施設側で研修費用を負担 26 32.1 66 8.9

ケ．その他 5 6.2 2 0.3

コ．とくにない ― ― 128 17.3

サ．わからない ― ― 98 13.3

注１：施設長アンケートと労働者アンケートで回答選択肢の表現が多少異なる。「オ」は労働者アン
ケートでは「非正規の介護職員で，正職員に登用・転換されるケースが多くみられた」など。

注２：施設長アンケートでは「コ」と「サ」の選択肢は設けていない。但し１つも○をつけていない
（選択のない）施設が６箇所（公営４，民営２）あった。

注３：労働者アンケートでは，勤続１年未満を対象から除いた。
出所：施設長アンケート及び労働者アンケートより作成。



それ以外の改善は多くても４割程度にとどま

る。介護職員の増員（38.3％／同41.4％），

非正規職員の正規化（32.1％／同35.7％），

研修機会の拡充・費用負担（32.1％／同

34.3％）などがそれである。これが第二の特

徴だ。なお施設長アンケートでは，介護職

（雇用形態別）及びそれ以外の職種について，

労働条件を具体的にどう改善したのかも書い

てもらった。資料３にまとめたのでそちらも

参照されたい。

さて，この表にみる第三の特徴は，労使間

での結果の差である。すなわち，勤続１年未

満を除いた労働者側の認識（労働者アンケー

ト）では，たしかに「給与の改善」こそ多い

もののそれでもその値は６割にとどまり，ま

たその他の項目は圧倒的に低い。代わりに，

施設長アンケートには設定していなかった

「とくにない」が17.3％，「わからない」も

１割を超えている。

たしかに，処遇改善に関連した労使間での

情報量の差あるいは労働者に対する施設側か

らの説明が十分でなかったなど，幾つかの解

釈も可能であるだろう。だが，労働者側に尋

ねた次の表４をみれば，改善の度合いが小さ

かったこと，あるいは，訪問した幾つかの施

設でそうだったように，この間の介護報酬の

減額改定にともない，あるいは，人員配置を

より手厚くする必要性に迫られるなどの事情

で，やむなく賃金カットなどが行われてきた

経過があって，それゆえ，「改善」と言って

も，以前の水準に戻った（あるいはまだ戻っ

ていない）という程度にとどまるところも少

なくないのが実態ではないか 。しかも，利

用者の変化等で現場の負担はより厳しくなっ

ている。その実態を一つ一つ順にみていこう。

３．なお低水準の賃金・処遇をめぐる問題

上記のとおり，労使間で認識に（数値に）

差こそあれども，改善があったという割合が

高かったその賃金水準をまずはみていこう。

ところで特養施設には，正規雇用のほか非

正規雇用の介護労働者が働いており，後者は

さらにフルタイム型とパートタイム型とに分

けられる。表５は，施設長アンケートから作

成したものである。介護職に限定して（以下，

同様），各施設に雇用形態 別の人数を尋ね

たその結果をすべて（つまり81施設分を）

14)ちなみに，本調査と異なり，「介護報酬改定」

に限ってのその効果（処遇改善）を労働者側に尋

ねた介護労働安定センター（2010）の調査でも，

「いずれもなし」が４割（37.7％）で最も多く

なっている。

15)それぞれについて次の説明をつけた。すなわち

「正規職員とは，雇用期間に定めのない常勤の職

員。非正規常勤職員とは，有期雇用契約を結び，

正規職員と同じ労働時間の職員。非常勤職員とは，

有期雇用契約を結び，労働時間が正規職員に満た

ない職員。派遣職員とは，人材派遣事業所から派

遣されている職員」である。

表４ 報酬改定や交付金支給による職場の改善状況（勤続１年未満を除く)
単位：人，％

全体 雇用形態別

正規 非正規

766 100.0 471 100.0 263 100.0

大きく改善された 6 0.8 5 1.1 1 0.4

改善された 118 15.4 74 15.7 41 15.6

あまり改善されていない 308 40.2 201 42.7 102 38.8

まったく改善されていない 164 21.4 102 21.7 56 21.3

よくわからない 170 22.2 89 18.9 63 24.0

（再掲）改善されていない計 61.6 64.3 60.1

出所：労働者アンケートより作成。
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足し合わせたものである。正規職員は全体の

半数にとどまり，残りを非正規が占める。こ

のうち，正規と非正規常勤（フルタイム型）

の賃金水準をみてみよう。

１)生活が困難，労働負担の割にあわない

― 低い収入水準

施設長アンケートでは，正規と非正規常勤

の二者に限定して（つまり非常勤と派遣は除

く），それぞれの賃金分布（50万円きざみで

みた賃金別人数）を尋ねた。表６は，すべて

の施設の人数を単純に足し合わせてその割合

を算出したものである。賃金水準が高い公営

（但し非正規は低い）と民営とでまずわけて，

なおかつ，雇用形態別にまとめた。下段には

2008年調査の結果を，参考値として同じよ

表５ 雇用形態別にみた介護労働者数 単位：人，％

正規 非正規常勤 非常勤 派遣 合計

1426 915 462 18 2821全体

81施設 50.6 32.4 16.4 0.6 100.0

173 129 65 0 367公営

11施設 47.1 35.1 17.7 0.0 100.0

1253 786 397 18 2454民営

70施設 51.1 32.0 16.2 0.7 100.0

出所：施設長アンケートより作成。

表６ 全体及び運営主体別にみた，雇用形態別の年収（税込み）分布 単位：人，％

100万円

未満
～149 ～199 ～249 ～299 ～349 ～399

400万円

以上
合計

8 3 30 90 222 330 209 218 1110正規

67施設 0.7 0.3 2.7 8.1 20.0 29.7 18.8 19.6 100.0全
体 19 28 122 277 266 34 9 5 760非正規常勤

65施設 2.5 3.7 16.1 36.4 35.0 4.5 1.2 0.7 100.0

1 0 3 5 33 47 22 61 172正規

11施設 0.6 0.0 1.7 2.9 19.2 27.3 12.8 35.5 100.0
今
回
調
査

公
営 3 7 60 16 36 8 3 4 137非正規常勤

11施設 2.2 5.1 43.8 11.7 26.3 5.8 2.2 2.9 100.0

7 3 27 85 189 283 187 157 938正規

56施設 0.7 0.3 2.9 9.1 20.1 30.2 19.9 16.7 100.0民
営 16 21 62 261 230 26 6 1 623非正規常勤

54施設 2.6 3.4 10.0 41.9 36.9 4.2 1.0 0.2 100.0

18 11 58 201 384 449 322 418 1861正規

115施設 1.0 0.6 3.1 10.8 20.6 24.1 17.3 22.5 100.0全
体 46 56 226 659 221 50 7 8 1273非正規常勤

111施設 3.6 4.4 17.8 51.8 17.4 3.9 0.5 0.6 100.0

0 0 1 6 35 21 28 131 222正規

17施設 0.0 0.0 0.5 2.7 15.8 9.5 12.6 59.0 100.0

２
０
０
８
年
調
査

公
営 3 3 43 71 36 16 7 7 186非正規常勤

17施設 1.6 1.6 23.1 38.2 19.4 8.6 3.8 3.8 100.0

18 11 57 195 349 428 294 287 1639正規

98施設 1.1 0.7 3.5 11.9 21.3 26.1 17.9 17.5 100.0民
営 43 53 183 588 185 34 0 1 1087非正規常勤

94施設 4.0 4.9 16.8 54.1 17.0 3.1 0.0 0.1 100.0

出所：施設長アンケートより作成。2008年調査データは川村（2008）より。
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うにまとめた 。

結果は，まず，数こそ少ないが公営職場を

みると，公営の正規では全体の４分の３が

300万円以上で，さらに全体の３分の１は

「400万円以上」である。もっとも，同じ公

営職場で働く労働者でも，非正規常勤の場合

は，200万円未満が全体の半数を占めてい

る 。これが第二の特徴である。

そして多数を占める民営職場に目を転じる

と，全体の３分の２が300万円以上であるも

のの，公営で３分の１みられた「400万円以

上」は16.7％にとどまる。また非正規常勤

は200万円台が全体の４分の３を占めている。

ところで，民営職場について2008年調査

と比較を行なうと，正規では，300万円未満

の各金額層で割合が減り，代わりに300万円

台前半と後半で割合が増えている（但し400

万円以上は微減）。非正規常勤では，250万

円未満の層で割合が減って，とりわけ200万

円台後半の割合が増えている。

次に，労働者調査の結果もみてみよう（表

７）。但し同調査では回答者の所属する職場

が公営か民営かは不明である。

まず毎月の手取り額をみると，多くは20

万円に満たない。それは正規雇用に限っても

16)今回の調査と2008年調査では，そもそも回答

者が同一とは限らないため，厳密な意味での比較

ではない。あくまでも参考にとどめられたい。

17）非正規公務員の処遇をめぐる問題については，

2009年に労働組合と共同で行なった調査結果を

まとめた，日本労働組合総連合会北海道連合会

（2009）を参照。

表７ 普段の１ヶ月の手取り額と，2009年の年間総収入（税込み。ボーナスや諸手当の全てを含む。勤続１年未
満は除く） 単位：人，％

全体 雇用形態別

正規 非正規

フルタイム パートタイム
770 100.0 472 100.0 298 100.0 243 100.0 55 100.0

ａ．税金等を差

し引かれた

毎月の平均

的な手取り

額

10.0万円未満 43 5.6 1 0.2 42 14.1 1 0.4 41 74.5

～12.5万円未満 54 7.0 12 2.5 42 14.1 35 14.4 7 12.7

～15.0万円未満 179 23.2 67 14.2 112 37.6 108 44.4 4 7.3

～17.5万円未満 257 33.4 176 37.3 81 27.2 78 32.1 3 5.5

～20.0万円未満 128 16.6 114 24.2 14 4.7 14 5.8

～22.5万円未満 76 9.9 71 15.0 5 1.7 5 2.1

22.5万円以上 33 4.3 31 6.6 2 0.7 2 0.8

（再掲) 15.0万円未満 35.8 16.9 65.8 59.3 94.5

17.5万円未満 69.2 54.2 93.0 91.4 100.0

20.0万円未満 85.8 78.4 97.7 97.1 100.0

699 100.0 446 100.0 253 100.0 197 100.0 56 100.0

ｂ．2009年 の

年収（税込

み。ボーナ

スや諸手当

の全てを含

む）（勤 続

１年未満を

除く）

100万円未満 37 5.3 4 0.9 33 13.0 6 3.0 27 48.2

～150万円未満 60 8.6 10 2.2 50 19.8 27 13.7 23 41.1

～200万円未満 90 12.9 31 7.0 59 23.3 55 27.9 4 7.1

～250万円未満 155 22.2 76 17.0 79 31.2 78 39.6 1 1.8

～300万円未満 135 19.3 113 25.3 22 8.7 21 10.7 1 1.8

～350万円未満 106 15.2 100 22.4 6 2.4 6 3.0

～400万円未満 56 8.0 54 12.1 2 0.8 2 1.0

400万円以上 60 8.6 58 13.0 2 0.8 2 1.0

（再掲) 200万円未満 26.8 10.1 56.1 44.7 96.4

250万円未満 48.9 27.1 87.4 84.3 98.2

300万円未満 68.2 52.5 96.0 94.9 100.0

出所：労働者アンケートより作成。
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同様である。例えば女性・正規でも８割は

20万円に満たない。

2009年の年収（税込み。勤続１年未満は

除く）については，回答者の７割が300万円

未満である。正規でも，半数は300万円に満

たない 。表は省略するが，たしかに，就労

経験に従い年収は増加し，300万円未満の割

合も減少するものの，それでも「5～10年未

満（n＝166）」で 62.7％，「10年以上（n＝

188）」で30.3％が300万円に満たない。

なお非正規は，フルタイム型に限っても，

ほぼ全員が300万円未満で200万円未満も４

割強を占めている。

【023】〔報酬改定・交付金で〕一時金を

もらいましたが，基本給で改善してほし

かった。13年ちょっと働いているのに

手取りで20万円以下って本当に介護

職って評価されていないと思う。入って

２・３年目の時と給料がほとんど変わっ

てない。不景気や非正規職員時給アップ

（人が集まらないので）のために正職の

給料がカットされた経緯もある為だが，

納得できない。長く働こうと思えない。

希望が持てない。でもお年寄りのことを

考えると，と思いここまできた。女性／

40歳代

【180】介護職の給料が年数を重ねても増

えない。一般の仕事に比べると，高卒の

初任給ぐらいから，上がっていないと思

う。生活が苦しい。バイトの子の方がも

らっている。10年働いて１万円あがる

かあがらないか。腰痛になっても，労災

とは認められないケースが多い。女性／

30歳代

【200】時間外勤務が月15～20時間程あ

るが手当はなし。有休も月に１回位と決

められ，それ以上取ろうと希望するとい

い顔されない。年齢的にとてもきつく感

じることがある。女性／50歳代

【327】毎年，時給10円～20円上げても

らったが，，，仕事としてはやりがいがあ

り，続けていこうと考えるが，給料を手

にすると「これでは生活できない。やっ

ていけそうもない」と思う事がある。女

性／40歳代

【468】周囲の友人や家族，親戚によく言

われるが，介護職の賃金の低さ，社会的

には必要不可欠であるにも関わらず，就

労環境が悪い等の話をされます。やりが

いはある仕事だが，年齢を重ねるにつれ

て，勤続していく事の難しさを感じてい

る（体力面，精神面，賃金や休日等）。

労働内容に比べ，報われない仕事だと感

じている。女性／20歳代

【508】とにかく賃金をアップさせてほし

い。大変なのに少なすぎる。だから仕事

が続かない人が多い。人が少なすぎて有

休も取れない。一人休んだら仕事がまわ

らない状態。風邪をひいても休めない。
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18)労働者アンケートの回答者の全てが民営職場で

働くものだと仮定しても，施設長アンケートに比

べて，低収入の割合が大きい。調査方法等が異な

るため，二つの調査で差が生じたその理由につい

てのこれ以上の検証作業は不可能だが，参考まで

に⑴厚生労働省「平成21年 賃金構造基本統計」

から算出した福祉施設介護員の年収（推計）は，

男性で333.1万円，女性で291.5万円である。ま

た⑵介護労働安定センター（2010）の労働者調査

結果から，「介護老人福祉施設」で働く労働者

（n＝1457）の年収をみると，200万円未満は

20.5％で，250万円未満までひろげると35.8％，

さらに300万円未満までひろげると54.9％とな

る。この1457人の特徴として，(ａ)全体の４分

の３が介護職員であること（全員ではない）。

(ｂ)雇用形態別の人数は不明だが，事業所で（３

人の労働者に）調査票を配布する際，正規２人，

非正規１人という依頼がされていることを考える

と，正規の介護職は多いと思われること。(ｃ)法

人格（経営主体）別にみると４分の１（26.6％）

は地方自治体で働いている，つまり年収の高い労

働者を少なからず含む可能性があること，などに

留意されたい。



なのに利用者やその家族から苦情や要望

がある。すべてかなえてあげられない。

女性／20歳代

【560】こんな安い給料でよくやっている

と自分をほめてあげたい。腰は痛いし結

局上司の言葉で決まることがほとんどだ

し，なんで働いているのか分からなく

なっている。正職員を40歳未満とか決

めずにその人の能力・知識をみて雇用す

べき。一生懸命頑張っている人はいっぱ

いいる。介護士になってよかったと思え

るような環境を本当に整えてほしい。あ

まりにも国は介護に対し馬鹿にしている

と思う。女性／20歳代

【815】介護（福祉）の仕事をして，給与

の安さは気になるが，お金だけ求めてい

る訳でなく，色々考えたり身についてい

くのも多くなっていると思う。でもやは

り処遇は良いに越したことはない。女

性／20歳代

【823】賃金が少ない為，貯金ができない。

その為，将来に不安を感じる。家やマン

ションを買えない為，結婚すらできない

状態にある。結婚できたとしても，子ど

もを育てられる環境ができるか不安であ

る。男性／30歳代

２)同じ仕事をしていながらの処遇格差―

非正規雇用をめぐる問題

ところで，非正規雇用をめぐる問題は介護

分野に限らずわが国労働問題の争点である。

非正規のうちフルタイム型については，夜勤

も含め正規と同じように働いていながら，処

遇には差が設けられているところがほとんど

である。責任の所在等に差をつけているとこ

ろもあるが，処遇の格差を合理的に説明でき

るところまでの差がついているところは多く

はないと感じられた（無理に差をつけようと

すると今度は現場がまわらないという訴えも

聞かれた）。言い換えれば，正規との間の言

われ無き格差がはっきりとみえてしまうので

ある。さらに，施設運営の厳しさから，アキ

が出るまで正規になることが困難であり先が

みえない，言い換えれば，勤務経験や介護福

祉士の資格の取得など一定の条件を満たして

も，正規にさせられないというジレンマも，

資格取得を労働者に勧める施設側には生じて

いるようだ（例えば介護職の半数以上が非正

規である施設Ｄのケース）。

また「正職員」と「準職員」で年収にして

100万円近くの差がついてしまっている施設

Ｅでも，この非正規問題は悩ましいという。

すなわち，日給６千円台の，年収にして200

万円に満たない準職員（フルタイム型非正

規）は定着率が悪く，早期に離職するケース

が多いために，扶養の範囲内で働くことを希

望するパート採用を増やしてなんとか対応し

ているという。

施設Ｄ> 職員の配置を考えたとき，１

日７時間30分同じ仕事をするひとでも，

１人が正職員で，１人が期間雇用で，勤

続年数がほぼ変わらないのに，なんで

こっちだけ給料が高いんですかっていう

ことに，やっぱり最終的にはなっちゃう。

そこんとこがやっぱ課題ですね。しかも

もう介護福祉士を持っている人達が相当

の割合なんですね。非正規を含むフルタ

イムの４分の３ぐらいかな。そうすると

もう，資格があるから正職員だ，ってい

う話もできなくなってくる。専門学校を

出て，うちに就職したいって言ってくれ

る学生に対しても，資格を持っていれば

いずれは正職員っていう話をしたくても，

要するに，騙して就職させるみたいなこ

ともできない。この〔正規と非正規の〕

仕組みを，ほんとにこの１，２年で変え

ていかないといけない悩みがある。
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施設Ｅ> ほんとはね，準職はもっと多

くいたんです。だけどいまはパートさん

を多くしている。準職さんは居つかない

ですから。２，３年したらもう辞めちゃ

いますから。だから，逆に，パートさん

をその分でこう増やしている。例えば扶

養の100万とか，130万で働きたいとい

う人達。そういう人の方が長く続くし，

一生懸命やってくれる。やっぱり，はじ

めはね，準職の人も，〔その条件で〕い

いです，って言っておきながら，言って

るけれども，一緒の同じことをしている

と，やっぱり不満が出て来るから。〔正

規雇用への登用ルートについては〕一応，

就業規則では３年以上の介護経験があっ

て，介護福祉士を持っていることと，そ

の人の能力とか，うたっていますけれど

も，いきなり半年後に正職の人もいれば，

５年経っても，６年経ってもならない人

も実際にいるので〔基準が〕明確じゃな

い，っていうことで，職員から不平不満

は出ていますけれども。

さて，では，この非正規問題に関して，当

事者である非正規介護職に尋ねた調査結果を

みてみよう。わが国における性別役割分業を

反映していることを考慮し，男女別の結果も

まとめた（表８）。

結果は，まず，正規＝無期雇用と異なり，

有期雇用であるがゆえに生じる，(ａ)雇い止

めに関する不安は全体の４割弱で感じられて

いる。とりわけそれはフルタイム型で，性別

でみると（１人を除く全員がフルタイム型

の）男性で，その傾向が強い。

第二に，(ｂ)正規雇用への転換希望は，全

体の半数強，男性に限ると８割弱が希望して

いる。女性でも全体で半数弱が希望している。

さらにその女性に限って，年齢別にみると

（表９），フルタイム型の非正規が多い若い年

齢層ほど，正規雇用を希望する割合は高い。

年齢層が高くなるにつれ希望者割合が減るの

は，家事・育児等の負担がとりわけ女性に課

せられる，わが国の性別役割分業を反映した

結果と考えられよう。

表８に戻って，第三に，(ｃ)賃金や処遇面

での差に対して不満をもつものは少なくない。
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表８ 雇い止め不安，雇用転換希望，処遇等の差に対する評価 単位：人，％

全体 雇用形態別 性別

フルタイム パートタイム 男性 女性

318 100.0 256 100.0 62 100.0 53 100.0 263 100.0

ａ．雇い止め

不安

非常に不安がある 29 9.1 26 10.2 3 4.8 7 13.2 22 8.4

不安がある 90 28.3 79 30.9 11 17.7 20 37.7 70 26.6

あまり不安はない 153 48.1 119 46.5 34 54.8 17 32.1 134 51.0

まったく不安はない 46 14.5 32 12.5 14 22.6 9 17.0 37 14.1

（再掲) 不安がある計 37.4 41.0 22.6 50.9 35.0

316 100.0 252 100.0 64 100.0 53 100.0 261 100.0

ｂ．雇用転換

希望

希望している 165 52.2 155 61.5 10 15.6 41 77.4 124 47.5

とくに希望していない 151 47.8 97 38.5 54 84.4 12 22.6 137 52.5

302 100.0 242 100.0 60 100.0 52 100.0 248 100.0

ｃ．賃金や処

遇面での

差に対す

る評価

非常に不満である 63 20.9 59 24.4 4 6.7 13 25.0 50 20.2

不満である 100 33.1 81 33.5 19 31.7 13 25.0 87 35.1

あまり不満はない 119 39.4 91 37.6 28 46.7 24 46.2 93 37.5

まったく不満はない 20 6.6 11 4.5 9 15.0 2 3.8 18 7.3

（再掲) 不満である計 54.0 57.9 38.3 50.0 55.2

出所：労働者アンケートより作成。



合計で半数に達している。なおこうした不満

は，正規雇用をとくに希望していないもので

あってもみられる。言い換えると，正規雇用

への転換を希望していないことが現在の賃

金・処遇に満足していることをただちに意味

するわけではない。仕事の内容や責任・負担

等にみあった，いわば「言われある格差」な

のかどうかの検証と，現状の枠内での是正が

労使で追求される必要があるのではないか。

ところで表には示していないが（資料４を

参照），第四に，正職員との処遇の相違（複

数回答可）の具体的内容については，「賞

与・一時金がない，あるいは，あるが額が少

ない」68.3％，「基本給が異なる」66.3％な

どで訴えが多かった 。諸手当や定期昇給を

めぐる問題についても４，５割を占めていた。

【028】仕事内容や休日も全く変わりがな

いのに賃金が異なるのはかなり不満です。

内容に差をつけるのは難しいが，それな

りに何か考えてもらいたい。勤務年数で

差があるのは仕方ないがかなり金額の差

がある。さらに非正規だと，日給なので

その月により給料が違うが正職員は一定

であること。女性／20歳代

【070】同じ業務内容だけに，給料が倍以

上違ううえ，仕事の雑用等ほとんどが臨

時職員に上乗せされる。働きバチのよう

であり，正職員は１部の人しかまともに

仕事をしていない。〔自分は〕臨時職員

なので将来性がないので，やりがいがな

くなる状態である。正職との格差も違い

すぎる。なのに正職は，今の正職の状態

を（待遇等）を当たり前の様に思い文句

ばかりでるので，やりきれないです。女

性／30歳代

【166】正職員と全く同じ業務内容，業務

表９ 年齢別にみた雇い止め不安，雇用転換希望，処遇等の差に対する評価（女性)
単位：人，％

30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代

56 100.0 52 100.0 65 100.0 67 100.0

ａ．雇い止め
不安

非常に不安がある 3 5.4 1 1.9 12 18.5 6 9.0

不安がある 16 28.6 17 32.7 15 23.1 18 26.9

あまり不安はない 26 46.4 28 53.8 33 50.8 36 53.7

まったく不安はない 11 19.6 6 11.5 5 7.7 7 10.4

（再掲) 不安がある計 33.9 34.6 41.5 35.8

58 100.0 53 100.0 62 100.0 66 100.0

ｂ．雇用転換
希望

希望している 36 62.1 29 54.7 32 51.6 25 37.9

とくに希望していない 22 37.9 24 45.3 30 48.4 41 62.1

55 100.0 48 100.0 62 100.0 62 100.0

ｃ．賃金や処
遇面での
差に対す
る評価

非常に不満である 13 23.6 7 14.6 14 22.6 14 22.6

不満である 14 25.5 17 35.4 20 32.3 26 41.9

あまり不満はない 23 41.8 21 43.8 24 38.7 21 33.9

まったく不満はない 5 9.1 3 6.3 4 6.5 1 1.6

（再掲) 不満である計 49.1 50.0 54.8 64.5

61 100.0 56 100.0 66 100.0 68 100.0

雇用形態
（備考）

フルタイム型 56 91.8 47 83.9 50 75.8 45 66.2

パートタイム型 5 8.2 9 16.1 16 24.2 23 33.8

出所：労働者アンケートより作成。
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19)但し，「正職員の処遇が分からないので不明」

という記述が少なくなかったことにも示されると

おり，結果はより精査が必要である。例えば，

「基本給が異なる」という回答割合は実際には

もっと高いのではないだろうか。



時間なのに，なぜこんなに賃金の差が出

るのか，意味がわからない。正職員は職

員間で私語をし，休憩時間でもないのに

携帯電話をいじり，自分たちが嫌な業務

は非正規職員に押しつける。あり得ない

職場だ。女性／20歳代

【374】今年，介護福祉の資格を取ってい

るが，正職員にならない（同じ職場で６

年以上働いている）。来年正職員になる

かも分からず不安である。仕事内容があ

まり変わらないのにも関わらず，賃金に

差があるのも少し不満。女性／20歳代

【395】フルタイムで働いており，社員と

の業務内容や責任に於いては全く同等で

あるが賃金や処遇面であまりに差がある

事に不満を感じる。女性／50歳代

【606】産休など正職員と同じような有休

がほしいです。産休が無理なら産後も働

けるように保障してほしい。女性／30

歳代

【714】来年１月に介護福祉士を受験予定

です。他の非正規職員も同様ですが，仕

事に対しての工夫や必要なものを購入し

たり作成したり介護上での関わり方など，

一部の正職員よりも正直言ってやってい

ます。非正規というだけで賃金や処遇が

こんなに違うと若いひとたちのやる気が

なくなっていく。またそのようなことを

直接聞きます。本当に残念なことと思い

ます。女性／50歳代

４．働き方・労働負担をめぐる問題

１）変化する仕事の内容，増加する労働負担

ここまで処遇の面を先にみてきたが，2008

年の調査と比べて今回の調査で強く感じたこ

との一つが，労働負担をめぐる問題である。

労使双方のアンケート調査の結果をまず先に

みてもらおう（表10，11）。設問や回答選択

肢こそやや異なるが，労使ともに，負担が増

していると認識されている。労働者調査では，

３人に２人は負担が増していると回答してい

る。とりわけ正規に限るとその訴えは４人に

３人にまで増加する。

ではその中身，つまり負担増を訴える背景

は何か。聞き取り調査で把握されたのは，例

えば，入所者の重度化，医療行為を必要な

ケースの増加，認知症など対応がより困難な

ケースが優先的に入所されるようなったこと

などにともなう負担増が語られた。

もちろん，重度化で寝たきりとなることで

徘徊のリスクが逆に軽減されるなど，重度化

イコール負担の増とは一概にはいえないが，

より一層の手厚いケア・個別処遇が求められ

るようになったことや，書類作成業務にとも

なう負担などもあわせて，総じて，介護現場

表10 全体としてみた介護職員の負担の増減
単位：施設，％

81 100.0

非常に増している 16 19.8

増している 56 69.1

軽減されている 2 2.5

どちらともいえない 7 8.6

出所：施設長アンケートより作成。
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表11 ここ数年のあいだでの勤務負担の増減（勤続１年未満は除く)
単位：人，％

全体 雇用形態別

正規 非正規

749 100.0 484 100.0 265 100.0

増している 510 68.1 365 75.4 145 54.7

とくに変化はない 214 28.6 104 21.5 110 41.5

軽減されている 25 3.3 15 3.1 10 3.8

出所：労働者アンケートより作成。



における負担は増しているようである。聞き

取りから幾つかの具体例を紹介しよう。

例えばユニットケアの施設Ａのケース。政

府が進めているユニットケアの整備は，利用

者の生活や尊厳を守るという点では望ましい

ことだが，独立性の高いユニットケアの場合，

現行の人員配置では労働者側の負担が大きい

のではないか。同施設でも職員配置は手厚く

しているものの（1.6対１で，１ユニットに

フルタイム５人とパートタイム１人），従来

型の施設に比べても，個々の職員のもってい

る能力がより一層問われ，その育成が課題と

なっているという 。

また施設Ｂ（職員配置は2.2～2.3人程度）

でも，夜勤（16時半から翌朝の９時半）負

担を訴える声もあって，夜勤専門のパートを

導入した。それでも，ワンフロアを２人体制

で，職員１人で20人強の利用者をみなけれ

ばならず負担は重いという。

残りの施設ＥとＦも，利用者の重度化にと

もなう負担を訴えるものである。

施設Ａ> ユニットの宿命ですが，２ユ

ニットで１人になるわけですから，１人

で全ての仕事をこなすだけの力量が１人

１人にあるのかどうかが問われることに

なります。例えば，10年勤務している

職員と今年入ったばかりの職員とではや

はり違いますよね。危険の察知度や観察

力，それから，リスクの予見，物事の処

理能力などが。これはやはりなかなか大

変です。ユニット型なので独立性が高い

ために，何かを相談しようとした場合に

廊下をまたいで，その間，ユニットをあ

けるわけになるので，非常に怖いですよ

ね。〔中略〕さっきも言いましたが，個

人個人の職員の能力の問題がやっぱりあ

る。ユニットの課題は，一つはその人員

配置の問題もありますが，同時にもう一

つは職員の育成なんですよね。だからと

いって，じゃあ人材育成のために〔職員

を〕外部に研修にだすとする。しかし外

に出せば，そこが空くわけですから，今

度はそこをどう埋めるかが課題になる。

〔中略〕従来型の施設では，こういう廊

下などの事故が多い。例えば移動のため

に食堂へ行くなどの動く場面で事故が起

きるわけですが，ユニットの施設は圧倒

的に居室ですから，そこが死角になる。

ですから，いかにプライバシーを尊重し

ながら事故を回避するってことはすごい

難しいことですよね。

施設Ｂ> ワンフロアが40床を超える

ので，１人当りだいたい22，23人を担

当する計算になりますね。仮眠は３時間

を設定している。利用者の徘徊等もあり，

１日中寝ないで不眠で経過される利用者

さんは，ステーションで一緒に朝まで過

ごしてもらったりします。ほかにもコー

ルが大量に来てしまって，対応に追われ

てしまうとかのことがある。やはり，利

用者さんが重度化になってきていまして，

介護量が増えてきている。それで，勤務

時間内に仕事が終わらないという状況も

生じています。他の介護施設から比べる

と，介護職員の数は多いほうかなと思う

のですけれども。私としては，やる業務

の量が増えてきたというのがあると思い

ます。〔中略。健康面で増えているの

が〕，職員同士の人間関係に加えて利用

者のニーズにこたえよう，でもそれがう

まくできないという葛藤が生まれてし

まって，メンタルを壊してしまうという

のが現状ですね。

― ―92 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)

20)ユニットケア施設での労働負担やストレスにつ

いては是枝（2009）の第５章を参照。



施設Ｅ> 開設の時は，要介護度が３程

度だったと記憶しています。いまは介護

度3.8か９ぐらいですね。開設の時は食

事介助といっても，声掛けとか，食器を

ずらす程度でよかったのが，いまは胃ろ

うの方も５人ぐらいいるので，結局，食

事介助を必要とするひとが全体の３分の

１程度になるでしょうか。〔そうした利

用者の変化にともない〕やっぱり介護力

も必要になっていて，介護職員も看護職

員も基準より多く配置しています。当初

は，看護師が３名だったのを４名に増や

している。それは胃ろうの人を受け入れ

ようという積極的な意味合いと，今後，

胃ろうの人達が多くなるだろうことを見

越して。介護職員も，ちょっと心配に

なって２名ほど増やしています。現在は

いないが夜勤専門のパートも募集してい

る。

施設Ｆ> 平均の要介護度は今ちょうど

要介護度４ですね。開設当初は介護保険

制度がまだ始まってない年でしたので，

まだ入所の要件も，身寄りがいないとか，

経済的な要件で入った方も多いですから，

要介護度はまだ低かったですね。開設当

初は３．いくらぐらいだったと思うんで

す。それが，身体的に重度になってきた

ことや，最近の傾向として認知症の程度

症状が重度の方が多く入っているんです

ね。入所の基準にも，精神症状の問題で

すとか，そういう重度の方が基準として

は優先されるようになっているものです

から。〔医療行為が必要な利用者が〕増

えていますね。結局，要介護度の平均も

高くなってきていますし，それに合わせ

て，胃ろうの方が増えている。どうして

も食事が取れなくて，一度病院に入院さ

れてしまうと，病院としては胃ろうにさ

れるケースが結構多いんですよね。そし

て病院としても長く置いとけませんので，

まぁ胃ろうであれば施設でもできるだろ

うということで返されるケースがありま

して，やはりそういった方が徐々に増え

てきていますね。

聞き取りの中で得られたこうしたここ数年

の職場の状況や介護職員の労働負担について，

その有無を施設長アンケートで尋ねてみた。

結果が表12だ。

すなわち，イ．利用者の重度化・医療行為

の必要増などにともなう負担増（91.4％）の

ほか，そうした事態も背景にして，ア．手厚

いケアの提供にともなう負担増（70.4％），

労働をめぐ ― ―93介護・介護 )（ )(る問題 川村

ズ

意

レ
注

▶

表12 介護職員の負担と関わるここ数年の職場の状況（複数回答可) 単位：施設，％

81 100.0

ア．手厚い介護サービスの提供にともない，職員の負担が増している 57 70.4

イ．利用者の重度化・医療行為の必要増などで，職員の負担が増している 74 91.4

ウ．夜勤時における職員の負担・ストレスが増している 48 59.3

エ．正規を希望していながら長期で非正規のまま働いている職員の意欲の低下や不満等がみられる 21 25.9

オ．介護職員全体のスキルアップ・教育訓練が必要だが，時間・財源・人手等の確保が困難 53 65.4

カ．介護サービス提供に関する書類作成がさらに煩雑となり，負担が増している 49 60.5

キ．職員の身体面や精神面での疾患・問題症状（腰痛やメンタル不全・うつなど）が増えてきた 32 39.5

ク．利用者や家族からの理不尽な苦情あるいは無理な注文等で，疲弊する職員が増えてきた 16 19.8

出所：施設長アンケートより作成。



ウ．夜勤時の負担増（59.3％）が進んでいる。

また，認知症など対応困難な利用者が優先的

に入所させられるものの，オ．スキルアッ

プ・教育訓練等のための時間や財源確保は困

難（65.4％）である。カ．書類の煩雑にとも

なう負担増も多い（60.5％）。

ところで，逆に，先にみたエ．非正規職員

のストレス等が必ずしも十分に認識されてい

ないことや，キ．健康・疲労をめぐる問題や，

ク．利用者やその家族との間の困難の認識度

が低いように思える。この点はあとでふれる。

さて，イに関連して付け加えると，第一に，

さしあたり介護型療養病床の廃止は凍結が宣

言されたものの，医療型も含め療養病床の大

幅な削減がすでに進む中で，特養施設等が受

け皿となっている実態があるようだ（さらに

言えば，介護施設の整備が進んでいないため

に，高齢者向けの無届施設での悲惨な事故も

記憶にあたらしい）。医療行為が必要な利用

者が増える中で，制度や財源面だけでなく，

現場レベルにおける職種間の連携も含めた，

医療との連携の必要性が課題として指摘され

ている 。

第二に，介護職による医療行為という規制

の緩和がなし崩し的に進んでいるが，後述す

る介護現場の人手不足・過重労働という状況

をふまえると，安全面からも問題が少なくな

いといえよう 。

そもそも（表13），(ａ)ユニットケア型の

施設を中心に，現行の介護・看護職員の人員

配置基準以上の，より手厚い職員配置が行わ

れていて，(ｂ)現行の基準は「適正ではな

い」と評価する施設長が多数である，これが

現場の状況なのだ。

【010】基準や規定に伴い，職員の増員や

研修義務等も増えたため，人件費を圧迫

し，勤務外の残業・休日出勤者・身体的

負担及び精神的病気を訴え長期休職者が

増えた。

【011】サービスの質向上＝求められる介

護職員の資質向上。利用者の重度化＝心

身のストレス増，リスクの増。有休を含

め休日が十分に取得できない。

表13 施設の介護・看護職員の配置状況及び現行の配置基準
（３：１）に対する評価 単位：施設，％

77 100.0

ａ．現在の介護・

看護職員の配

置状況（対利

用者比率）

～1.8人未満 17 22.1

～2.0人未満 8 10.4

～2.2人未満 16 20.8

～2.4人未満 17 22.1

～2.6人未満 13 16.9

2.6人以上 6 7.8

78 100.0

ｂ．現行の職員配

置基準（３：

１）に対する

評価

まったく適正でない 22 28.2

適正でない 45 57.7

適正である 6 7.7

わからない 5 6.4

出所：施設長アンケートより作成。

21)医療と介護の連携をめぐる問題や課題について

は，大井川（2008）を参照。
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22)そもそも，介護現場における医療職の手薄な配

置という問題の解消がまず必要ではないか。また

キャリアアップという観点で進めるにしても，そ

もそも専門職としての介護職の位置づけをまず明

確にしその処遇改善を図った上で，なおかつ，十

分な研修機会・教育訓練機会のもとで進める必要

があるのではないか。



【016】配置基準（３：１）は，最低基準

として考えると適正だと思う。しかし，

現状ではその人員体制では，現場はまわ

らない。地域事情によって施設を取り巻

く環境は異なるので，最低基準としてと

らえている。処遇改善交付金終了後，処

遇改善を継続するための，それに代わる

財源を示してほしい。

【019】人員を適正配置（現場・現状で）

〔にする〕ならば，2.5：１以下，又，ユ

ニット型であれば，2.0：１が標準であ

る。その事をふまえ，介護報酬を（UP）

を考えてほしい。そのようにすれば，職

員の処遇もUP出来ると考えます。

【021】認知症が進行し，介護度が上がっ

ていること，点滴，ストーマ，ボウコウ

カテーテル，じょくそう対策などの医療

行為が増加しているなか，３：１の制度

を2.5以下の実態にあわせた体制に制度

化し，介護報酬をUPしなければ，人員

確保，安定性が望めない。

【023】現行の配置基準は特養の状況に

合っていない。基準の変更をせず，加算

で対応するやり方では限界である。特養

は在宅での対応が困難である方が99％

であるのに在宅への追及を要求されるこ

とに不満といらだちがある。

【025】入所者が少しでも快適に生活でき

るようにするためには，きめ細かく接し

ていくことが必要である。そのため，当

然ながら，より良い介護を実施しようと

すればするほど職員の負担は増大してい

く。

【030】利用者の介護度の悪化。利用者の

体重や身長の増大により，介護者の腰の

負担は大きい。又，利用者の職員に対す

る暴力行為，セクハラ等の対応，家族か

らの理不尽な苦情による対応でのメンタ

ル面の負担が大きい。

【054】ここ数年の状況変化としては，利

用者の重度化にともなう医療行為の増と，

転倒リスク回避負担（センサーナース

コール対応含む）増が際立っており，建

物の構造上も絡み負担感を強くしている。

また介護職員の入れ替わりが多く，スキ

ルアップが進まない状態での対応も問題

を大きくしていると思われる。

【057】入居者の重度化（平均介護度

4.0）により，介護量が増している。ま

た，医療的な対応も増えており，介護体

制及び看護体制の強化が必要である。

【065】本施設は全室個室ユニット型であ

るため，利用者対看護・介護職員の配置

は手厚い。1.6対１となっている。この

人件費が経営を圧迫しており，ユニット

型施設の報酬単価の増額を強く望む。

【067】利用者のストレスや精神疾患によ

る暴言や事故やヒヤリハットの報告等，

介護職員の精神的，肉体的負担は増加し

ている。

【081】認知症の利用者が増し，また歩行

等も下肢筋力の低下がみられるので，常

に付き添ったり見守りをしなければなら

ないが，職員の不足により対応が不十分

なことが多い。

２)人手が足りない 休みがとれない

― 職場の人員体制

では，上記と関わって，介護に直接関わる

労働者側の訴えをみていこう。この点で

（2008年調査と比べても）今回の調査結果で

注目すべきは，人員体制への不満の高さだ。

すなわち，表14は，仕事・労働条件等の満

足度について，各項目ごとに，「満足」から

「不満足」までのいずれかを尋ねた結果で ，

23)2008年調査では12項目を設けたが，今回は，

紙幅の都合で，不満の割合が高いと思われる項目

に限定して尋ねた。
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項目ごとの詳細な調査結果は資料４を参照し

てもらい，ここでは，満足の合計（「満足」＋

「やや満足」）から不満足の合計（「やや不満

足」＋「不満足」）を除いたものをまとめてい

る（以下，満足度 DI）。

表中のエ．勤務・人員体制に対する評価

（DI）が▲ 58.2とダントツで低い（正規に

限ると▲ 65.6）。「不満足」だけの値をみて

も29.7％で他の項目に比べて高い。なお，

2008年調査と選択肢の表現を変えたので

（2008年調査では「勤務体制」) 厳密な意味

での比較はできないが，2008年調査ではこ

の値はそれぞれ▲ 37.8，18.4％だった。人

手不足感が強まっていることが示唆される。

人手不足による過重労働は離職を促進し，

それが残された現場のさらなる過重労働そし

て離職を招く悪循環や，早期の離職で繰り返

される新人の教育訓練の負担も発生している

という。労使双方のアンケート 結果（表

15，16）にみる，有給休暇の取得率の低さも

ある意味当然の結果といえよう。

さて，表14に戻って，特徴の第二は，

2008年調査では▲ 57.7だった「賃金」の満

足度 DIは▲ 37.2まで改善されているもの

のなお低いことがあげられる。あわせて賃金

に関連する「人事評価・処遇のあり方」も同

水準で低い。

そして第三が，一部（フルタイム型の賃金

の満足度）を除けば，満足度の低さは正規雇

用でより強くあらわれていることである。正

規も非正規も同じ仕事に従事していると先に

述べたものの，責任や負担の度合いは正規に

より重くのしかかっていることを反映してい

るのだろうか。より詳細な検証が必要である。

表14 仕事や労働条件等に関する満足度 DI（満足計マイナス不満足計) 単位：DI

全体 雇用形態別

正規 非正規

フルタイム パートタイム

ア．仕事の内容・やりがい 8.3 2.3 18.0 15.1 29.7

イ．賃金 ▲ 37.2 ▲ 36.3 ▲ 38.7 ▲ 46.7 ▲ 6.3

ウ．労働時間・休日等の労働条件 ▲ 27.3 ▲ 38.1 ▲ 9.9 ▲ 19.3 28.1

エ．勤務・人員体制 ▲ 58.6 ▲ 65.6 ▲ 47.4 ▲ 52.9 ▲ 25.0

オ．人事評価・処遇のあり方 ▲ 38.8 ▲ 44.6 ▲ 29.4 ▲ 37.1 1.6

カ．職場の人間関係，コミュニケーション ▲ 6.5 ▲ 13.8 5.3 ▲ 2.3 35.9

キ．教育訓練・能力開発，研修機会など ▲ 11.7 ▲ 16.7 ▲ 3.7 ▲ 8.1 14.1

注：満足合計（「満足」＋「やや満足」）マイナス不満足合計（「やや不満足」＋「不満足」）で算出。
出所：労働者アンケートより作成。

24)そもそもここで使用した調査項目は，介護労働

安定センターによる調査で使われているものを

ベースにしたもので，同調査では，「勤務体制」

という項目だった。しかしながら，「勤務体制」

が意味するものをもう少し明確にしようと考え，

ここでは「勤務・人員体制」としたところ非常に

高い不満足度が示された。

25)施設長アンケートでは，「介護職員全員の有休

消化日数の合計÷介護職員全員への付与日数の合

計×100」という計算式で算出してもらった。

表15 全体及び運営主体別にみた，介護職員全体の
有給休暇の消化状況 単位：施設，％

全体 運営主体別

公営 民営

73 100.0 10 100.0 63 100.0

10％未満 12 16.4 1 10.0 11 17.5

10～19％ 11 15.1 1 10.0 10 15.9

20～29％ 14 19.2 2 20.0 12 19.0

30～39％ 17 23.3 2 20.0 15 23.8

40～49％ 11 15.1 11 17.5

50％以上 8 11.0 4 40.0 4 6.3

出所：施設長アンケートより作成。
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【001】書類，デスクワーク等が多く，休

み時間でなければできないのが大変。や

る事が多すぎていつも時間に追われてい

る。身体的にも疲れるが，特に神経を使

い精神的にも疲れる。介護職員の入れ替

わりが多く，いつも新人職員をかかえて

仕事をしなければならない。女性／40

歳代

【017】利用者の身体状況が精神面（以前

は，身体的障害）での疾患を持っていら

れる方が多くなってきて，対応が，〔そ

の〕時〔によって〕，様々で，介護員の

精神的不安をもたらせる事が増えている。

利用者数に対しての介護員数の見直しを

してほしい。また，記録も増大し，現場

と事務的な業務の併用は負担である。女

性／50歳代

【053】毎朝起きると，背中の痛みがひど

く，痛み止めを服用しながら仕事をして

いる。夜勤をすると，腰痛（ヘルニア）

がひどくなり，下半身にしびれが出る。

疲れがたまると，朝めまいがして起きれ

なく，仕事を休ませてもらうことがある

等，健康面で不安がある為，あまり長く

働く自信がない。人員を増やして欲しい

と訴えるも，施設にお金がなく，「これ

以上増やせない，最低限の人数は確保し

ている」と言われるので，制度の方で最

低人数を増やして欲しい。（介護員15名

しかいません。50床 ）。女性／30歳代

【126】労働条件は改善されるかどころか，

もっと厳しくなってきており，介護職員

は毎日，多忙な環境でストレスも増える

一方です。女性／30歳代

【130】職員が足りず，入っても辞めてし

まう人が多く，仕事量は減らず増えるば

かり。賃金，給与が安いのに，やること

がありすぎて追いつかなく，残業になる，

手当がないのに。女性／20歳代

【298】自分で選んだ仕事とは言え，身体

も心もボロボロになる程，大変な仕事な

のに給料は安く，休みもまともに取れな

い。私はここ10年２連休以上の休みを

取った事がない。私だけではなく皆。誰

かが休むと残業になる。もう限界。一般

の人達は年に何回も連休があるのに，私

達はない。お願いします，早く何とかし

て下さい‼ 女性／30歳代

【337】個別ケアに取り組みづらい。日常

的にゆとりがないので，昔のケアの様な

方法を選んでしまう。サービス出勤，

サービス残業をする方が美徳の様な形態。

上司も私の言い分は理解してくれている

が，なかなか改善されない。女性／40

歳代

【376】以前は利用者さんにゆっくり向き

合い話すことができていたが，ここ数年，

一日の業務を終わらせる事だけで精一杯。

話す時間が取れず「ちょっと待って」と

― ―97介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村)

表16 昨年（2009年）の有給休暇の消化実績・状況（勤続１年未満は除く)
単位：人，％

全体 雇用形態別

正規 非正規
726 100.0 470 100.0 256 100.0

ほぼ全てを使い切った 63 8.7 30 6.4 33 12.9

４分の３程度を使った 63 8.7 30 6.4 33 12.9

半分程度を使った 164 22.6 101 21.5 63 24.6

４分の１程度を使った 136 18.7 98 20.9 38 14.8

ほとんど使っていない 300 41.3 211 44.9 89 34.8

出所：労働者アンケートより作成。



利用者さんに言ってしまう事が増えた。

また職員同士のコミュニケーションが不

足しており，「言った」「言ってない」

「聞いた」「聞いてない」と言う言葉が多

く聞かれる。女性／30歳代

【422】ユニット利用者を１人の職員で

10人をみるのが大変で業務をこなしき

れない。時間に追われ，NC，トイレ介

助に追われ，目が回りそう。年々，歳を

とる分（利用者）重度化で，介護量は増

すばかり，自分の体，健康が不安になる。

女性／30歳代

【474】常に人が足りてはいない状況。国

の規定の人員は確保されていると説明が

あるものの，ニーズに対応するには不足。

常にあくせくして余裕をもった対応がで

きずにいる。ユニットケアも中途半端な

状態。女性／50歳代

【499】とにかく介護員が不足しているた

め全くといっていいほど利用者主体の介

護なんてできない。毎日忙しいため介護

員の疲れもたまる一方。男性／20歳代

【513】人数不足のため，休日が十分にと

れない。体力，精神的に休むことができ

ず，余裕がない仕事になってくることで

ストレスがたまっていく。結果いいケア

ができなくなっている。今後，介護職の

改善がされていくのか不安。人手不足が

進んで余裕がなくなっていく気がする。

給料も少なく，社会的評価も低い。この

ままじゃ若者は介護福祉士という職業を

選ばなくなってずっと同じ状況が何年も

続くと思うと，いつまで待てばいいのか

と思う。女性／20歳代

【612】体力・精神的にもきつい。体力が

勝負の仕事だが，年をとるごとに若いこ

ろに比べて動けなくなっているのがわか

る。また迅速な判断力も必要なのだが，

頭の回転もおとろえてきているので不安。

体調を崩しても代わりの人がいないため，

休むと他の人に迷惑がかかり精神的にま

いることがある。女性／30歳代

【626】スタッフの人数の関係で，日勤の

勤務者がいないことがあり，そういった

日は休憩に入ることが出来ずに常に動い

ていなければならない。必ず休憩に入れ

る時間を設けて欲しい。男性／20歳代

【725】身体拘束していた時代から，今の

ようなコール対応・センサー対応に変

わったのに，人の数が変わらないのはと

てもおかしいと思う。家族はもう少し協

力してくれてもいいのでは？ と思う。

家でできないことを施設ではすべてやれ，

というのは無理があると思う。上司の考

えにそってやっているだけで，改善され

ていくのをあまり感じない。女性／30

歳代

３)利用者や家族との関わりの中での苦労・

負担

先にみた施設長アンケートの結果（表12

のク）では，割合は低い印象を受けたが，聞

き取りでは，認知症など，対応がより困難な

利用者が増えることにともなう負担増や，と

はいえ手厚い人員の配置や研修機会の確保等

は容易ではないことが語られた。

また，利用者家族とのかかわりで生じてい

る困難・負担もある。とりわけ，職員と違っ

て短い時間しか施設に滞在しない家族との間

の相互理解は容易ではなく（しかも介護労働

者は勤務シフトが不規則でもあるため），ま

た施設運営の事情を十分に知らない家族から

は手厚い人員配置を求める訴え・苦情も聞か

れるという。あるいは，介護保険制度の導入

にともない利用者側によい意味での権利意識

が生まれてきたのは施設・労働者側にとって

も好ましいことではあるものの，（とりわけ

施設運営や介護現場の実態を把握しないで）

金銭を支払っているのだからという意味での
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消費者意識が悩みの種ということが語られた。

これらは介護職の離職の引き金にもなりかね

ない問題だという。利用者や家族との間での

情報共有も課題だといえよう。

施設Ａ> 確かに，認知症のケアは難し

いんですよ。だからそこのスキルまで

持っていくことが必要になる。ハイレベ

ルな要求をされるわけですよね。メンタ

ルの関わり方なので介助行為としての関

わり方じゃないですよね。だから，職業

として仕事の中で介助行為をすると，こ

れは利用者さんに見破られるんですよね。

だから介護をするということはじつは，

利用者さんとの関係性の中ででてくるも

のだと私は思うんですよね。〔虐待を職

員が受けることもある中で〕とはいえ，

施設長である私の立場からは，自分たち

のその力量であったり知識だったり，そ

こをあげていくしかないんじゃないだろ

うかっていう話を職員に対してはしてい

ます。〔中略〕措置の時代の良いところ

というのは，お世話になっていますって

いう関係があって，現場のスタッフとの

人間関係もとれていたんですよ。お互い

にありがとうございましたという関係が

出来ていたんですね。今は違うんですよ。

例えばそれは，家族意識としては，お金

を払っているでしょ，っていう意識がう

まれてくる。お金を払っているんだから

事故なんか起こされてもらったら困る，

という意識ですね。

施設Ｅ>〔利用者に対する虐待ではな

く〕職員がかじられたり虐待を受けてい

ることもあるわけで，痛いのは私なの

よって言いながらも，頑張ろうとしか

言ってあげられないですよね。だから介

護職員は悩みはあると思いますよ，セク

ハラもあるし。〔中略〕殴られて，眼鏡

飛んで切れたりとかもあるけれども，こ

ちらからは何もできないですよね。それ

は病気だから仕方ないでしょ，って説明

するしかないし。でも私は〔家族に対し

て〕こういう風にしたことがあるし，暴

力行為もあるし，っていう話をしてあげ

るのね。そうしたら，「いや，まさか」っ

て言うけど，そのうちわかってくれるこ

とがある。やっぱり，高齢の家族の場合，

「そんなことするわけがない」という思

いがあるし，そうなると介護職員も，

「あそこの家族が来たから，もう行きた

くない」ってなる。そうなると，家族の

側も，あんまり話をしないようになって，

こうお互いに避けるじゃないですか。そ

ういう悪循環になったりとか。

施設Ｆ> 例えば認知症のある方で，ご

家族の方が面会に来られて，施設の職員

にちょっとひどいことを言われたとかさ

れたとか伝える。そういったことを，ご

家族の方が全て真に受けちゃって。認知

症の方も，普段はこう穏やかなんですけ

ど，夜間だけこう急に性格変わったりす

るので，面会に来られたご家族は，日中

の本人のご様子しかみてないものですか

ら，「絶対そんなことはしないっ」て言

い張るんですね。だから，やはり１日中

ご本人をみている施設の職員としては施

設のことをお伝えしてもなかなかご理解

いただけない。

これらについて労働者側に尋ねた結果をま

とめたのが表17である。

第一に，認知症患者が増えていることも

あってか，(ａ)利用者との意思疎通が困難で

暴言をはかれたり身体的な被害を受けるケー

スはめずらしくない。「よくある」だけに限
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定しても３割，「ある」まで含めると６割強

の訴えがある。第二に，(ｂ)利用者や家族か

らの苦情あるいは対応困難な注文等での悩み

は「よくある」と「ある」をあわせてもやや

低く３割だ。

そして問題は，(ｃ)人手や時間の不足で適

切な介護ができていないと感じることが「よ

くある」だけでも５割，「ある」まで含める

と８割に達している。現場の人手不足感と同

時に，介護の担い手の窮状を放置することが

最終的には利用者の受ける介護の質にも影響

を与えることを，あらためて感じさせる 。

【055】殴られたり，たたかれる，ひっか

かれる，暴言をはかれる等，認知症が原

因だと理解していても精神的にも疲れ，

あざができたり傷ができたりする事もあ

る。私達が利用者に手をあげてしまうと

虐待となってしまうが，利用者からうけ

る暴力はただ耐えるしかなく心身ともに

疲れます。女性／20歳代

【095】家族や（利用者の）介護職につい

ていない人は，職員が少ない中，多くの

利用者の生活を支援することがどれだけ

大変なことかあまり理解されておらず，

理想の介護場面しか知らない人が多いと

思う。その為，社会的評価がいつまでも

改善されない傾向にある。女性／20歳

代

【122】髪を引っ張られる，つねる，たた

くや「うるせー」「バカヤロー」等は日

常的にあります。上司は見てみないふり，

お年寄りの尊厳といいますが，私たちに

は人権はないのかな？ とかなしくなる

ことがあります。また，家族からも，徘

徊するお年寄りですが「絶対転ばす

な 」と，，，少ない職員で対応しなけれ
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表17 利用者との意思疎通の困難状況，利用者・家族との関わりでの負担，人手や時間の不足で
適切な介護ができていないと感じることの有無・頻度 単位：人，％

全体 雇用形態別

正規 非正規

836 100.0 515 100.0 321 100.0

ａ．利用者との意思疎通が困

難で，暴言をはかれたり，

たたかれる・ひっかかれ

る等の有無・頻度

よくある 236 28.2 156 30.3 80 24.9

ある 285 34.1 184 35.7 101 31.5

たまにある 241 28.8 133 25.8 108 33.6

とくにない 74 8.9 42 8.2 32 10.0

835 100.0 514 100.0 321 100.0

ｂ．利用者や利用者の家族か

らの苦情あるいは対応困

難な注文等で，困ったり

悩んだりすることの有

無・頻度

よくある 71 8.5 55 10.7 16 5.0

ある 190 22.8 136 26.5 54 16.8

たまにある 350 41.9 226 44.0 124 38.6

とくにない 224 26.8 97 18.9 127 39.6

846 100.0 520 100.0 326 100.0

ｃ．人手や時間の不足で適切

な介護ができていない，

と感じることの有無・頻

度

よくある 417 49.3 283 54.4 134 41.1

ある 248 29.3 146 28.1 102 31.3

たまにある 159 18.8 77 14.8 82 25.2

とくにない 22 2.6 14 2.7 8 2.5

出所：労働者アンケートより作成。

26)本文中には示していないが表17の(ａ)と(ｃ)

には明確な相関関係がみられた。すなわち，人

手・時間の不足で適切な介護ができていないこと

が「よくある（n＝411）」群では，意思疎通が困

難で暴言等を受ける頻度が高かった（「よくある」

だけで41.1％）。よりよい介護の実現のためにも

ゆとりの必要性が示唆される。



ばならず，常に神経を使っています。女

性／50歳代

【156】人手不足の為，業務に追われ，入

居者とゆっくりコミュニケーションをと

る事ができない。食事介助をしていても

時計を気にしてしまい，ゆったりと食事

をしてもらえない。女性／50歳代

【209】１人ひとりのニーズに合わせてあ

たりまえのケアをしたいのに，自分に２

本の手しかないことがもどかしい。なぜ，

もっと介護職員を増やして質の高いケア

をさせてくれないのだろうか。こんなん

でいいのかと常に悩み，利用者さんに心

の中で謝りながら働いています。理想と

現実のギャップが大きすぎる。介護職員

が離職していくのは当然。女性／30歳

代

【296】暴力に対して身を守る事ができず，

傷が消えない。胸をつかまれアザになる

等，日常茶飯事です。病院に行くと「そ

れは虐待だね」と言われますが，職員を

守ることも考えてほしいです。女性／40

歳代

【530】コール対応しながら業務のため，

時間で終わらない。正職員も仕事に追わ

れ利用者に向き合う時間がないように見

える。ゆったりした雰囲気がほしい。利

用者は「忙しいのにごめんなさい」と繰

り返し，排せつ介助も遠慮している。女

性／50歳代

【584】新しい利用者は目が離せない大変

な方がどんどん入ってきて，何かすれば

それは拘束だからと市から言われ，セン

サーは常になってばかり。どんどん時間

に追われ，思うように何もしてあげられ

ず，ただただ最小限のことをこなしてい

くだけしかできなくて。その状態でも増

員はしてもらえず。１人でも増員になれ

ば今よりは利用者の声に耳を傾けてあげ

られると思う。女性／20歳代

【621】利用者との意思疎通がままならず，

理解して納得してもらえないことでこち

らとしてもストレスになり，結果，いら

いらしてしまい利用者にきつい口調で対

応してしまう時がある。女性／30歳代

【654】ユニット型で20名近い人数（１

ブロックが２ユニットから成っている）。

夜間は１ブロックを１名の介護員が対応

に当たっておりますが，入居者状況から

見ても「安全な対応に常に気を張りつめ

ており，難しく，不安やストレス」に繫

がっていると思う（私は現在夜勤には

入っておりませんが実務経験あり，お伝

えしたかったです）。NSは基本的には

夜勤していません。女性／50歳代

【663】夜間，眠れずに大声を出したり，

ベッドから降りようとしたりする方や立

ち上がりや歩行にふらつきのある方が，

７～８名おり，夜間ベッドセンサーや赤

外線センサーを使用し，感知したらダッ

シュでかけつけなければ転倒や転落の危

険がある為，その都度付き添いや巡回を

しています。それ以外に具合の悪い方が

いれば，とても大変です。足が悲鳴をあ

げています。女性／40歳代

４）不規則な勤務や深夜労働をめぐる負担

ところで，2008年調査でも多かったのが

夜勤時の不安や負担を訴える労働者からの声

だった。

利用者の生活を24時間支える特養では当

然深夜勤務が発生する。通常，人間の生理的

なリズムに反した深夜労働においては，労働

負担の軽減が求められるが，特養など介護施

設では，逆に人員配置が非常に手薄となり，

一人当たりの業務負担が逆に増すことになる。

しかもその時間は非常に長く16時間夜勤が

多いようだ（聞き取りで把握できた27施設

のうち22施設）。例えば，手元のデータから
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一例をあげると，早番7：30～15：30，日勤

9：00～17：00，遅番12：00～20：00，そし

て夜勤が16：30～翌日の9：30までで，夜

勤時は40床強の１フロアを２人ずつでみま

もるというケースだ。これはまだシンプルな

ケースで，個別処遇・手厚いケアを考慮し，

もっと複雑な・複数パターンの勤務ローテー

ションを採用している施設も少なくなかった

（むしろ手厚いケアの必要性を強調しすぎる

きらいがあって，逆に，職員の生活や健康等

への配慮が十分ではないという印象を受けた

ケースもあった）。

こうした長時間夜勤では，夕方の食事介助

からはじまり，夜間に利用者をみまもり，頻

繁に鳴るナースコール等にも対応し，そして

仮に休憩・仮眠を取得出来たとしても，朝に

は起床介助と食事介助がまっている。たいへ

んな負担であることが想像されよう 。

もちろん，夜勤時間が短ければよいという

わけではなく労働密度の問題もある。例えば，

ユニットケアの８時間夜勤というあるケース

では，早番7：00～16：00，日勤 8：30～

17：30，遅番は２通りで11：00～20：00と

13：30～22：30，そして夜勤は23：00～翌

7：00と短いものの１人で２ユニットを担当

することになる。独立性の高さから考えても

職員１人にかかる負担やストレスは相当なも

のではないだろうか。今後の研究課題である。

さて，これらの問題について労働者アン

ケートをみると（表18），(ａ)１ヶ月に従事

する深夜勤務の回数は４，５回が中心であり，

深夜勤務に就いていない介護職を除いて求め

た，(ｂ)夜勤時の不安やストレスは，「よく

ある」だけに限定しても４割，「ある」まで

含めると８割弱を占めた。人員体制が不十分

であることのほか，医療行為が必要な利用者

が増える中でも，医療職は夜勤時には基本的

には不在である（オンコール体制である）こ

とも背景にあるのだろう。(ｃ)そして，夜勤

時に休憩や仮眠がとれるかを尋ねたところ，

「完全に」あるいは「だいたい」とれるとい

う回答はあわせて半数弱にとどまった。

【025】２人で50人を見ています。落ち

着かない利用者さん，見守りが必要なん

ですが，コール対応で同時に行かなけれ

ばならない時，どちらをとればいいのか

判断に迷うことがかなりストレスがた

まったり，転倒等の危険もあり不安です。

目が届きません。女性／20歳代

【033】看護師が夜間不在の為，緊急時に

しっかり動けるかとっても不安。ほかの

ケアワーカーが仮眠している間，フロア

に１人でいるときに見守りが必要なお客

様を連れて歩きながら巡回やオムツ交換

をしなければならないことなど。女性／

20歳代

【037】夜勤帯に看護師がいないため，急

変時の対応に不安がある。事故，ヒヤリ

ハットが起きないように気が張っている

為，ストレスにも感じる。目が離せない

状態の利用者が多く，ひとりで見守りす

るという負担が大きい。女性／20歳代

【059】緊急時，医師，看護師に連絡でき

るが，それまで不安。０時から３時まで

の時間は１人で勤務なので，コールが同

時に２ヶ所～３ヶ所なると気持ちがあせ

る。女性／20歳代

【256】体動・危険行為のある利用者が，

転落や転倒をしないかの不安。体調不良

者の状態の急変（嘔吐や発熱の上昇，痰

からみなど）がないかの不安。認知症利

用者が夜間，覚醒している時に，特に用

事のないナースコールによるストレス

27)この点に関連して，かつて労働科学研究所で行

われていた調査研究，すなわち勤務ローテーショ

ンとそれに規定された労働者の生活及び疲労・健

康等との関連を明らかにする調査研究（一定期間

における仕事や生活・睡眠時間の記録調査など）

が課題である。
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（何度も頻回にくる事があり，説明して

も納得されなかったり，すぐ忘れてしま

い，くり返される）。その他，失禁が多

いと時間がかかり，業務が時間が押して

しまっている時の焦りは，大きなストレ

スになります。男性／20歳代

【353】看護師が常駐していない（電話連

絡で園に来てくれる）。仮眠時の対応人

数２名が不安。転倒事故等があった際の

責任の追求はストレス。事故＝職員の意

識の欠落という考え方しかされない。男

性／40歳代

【365】ほとんど横になる事はなく，１晩

中動いている気がします。コール対応，

排泄，徘徊が途切れる事がなく，不調な

利用者が出たり，ショートの利用者がい

る時は神経を使います。夜勤日誌，ケー

ス記録と月始めは前月分の評価など記録

が沢山あります。女性／50歳代

【410】１人が仮眠中に複数の方が同時に

排泄に起きられるのではないか？ 入居

者の誰かをトイレ誘導中，誰かが転倒し

たらどうしよう，（転倒の危険がある方

の）ベッドセンサーが同時に複数鳴りま

せんように。女性／40歳代

【423】夜勤，歩行の不安定な人，立ち上

がり時転倒の危険ある方にセンサーマッ

トやナースコールをマットにはさみ対応

している。１時間に何回も行く人，コー

ルを押して頂き対応する人が重なり，１

人ではすぐに何人も行けず，間に合わず

転倒する等がある。50床で３人と言っ

ているが１人が休憩に入ると２人である。

そのような時におこり不安。女性／40

歳代

【443】夜間は，日中と違い，一人の時間

帯が多く，常に何かおきてはいけないと

考え巡回・巡回を繰り返す。常に緊張し

ています。具合が悪い人がいた時は特に，

その方の状態の変化に気がつけるよう何
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表18 １ヶ月当たりの深夜勤従事回数，夜勤時の不安・ストレスの有無及び休憩仮眠の取得状況
単位：人，％

全体 性別

女性 男性

全体 正規 非正規
764 100.0 573 100.0 360 100.0 213 100.0 190 100.0

ａ．１ヶ月当た

りの深夜勤

従事回数

０回（つかない） 89 11.6 65 11.3 31 8.6 34 16.0 23 12.1

１，２回 23 3.0 17 3.0 16 4.4 1 0.5 6 3.2

２，３回 32 4.2 28 4.9 18 5.0 10 4.7 4 2.1

３，４回 169 22.1 125 21.8 65 18.1 60 28.2 44 23.2

４，５回 241 31.5 176 30.7 117 32.5 59 27.7 65 34.2

５，６回 192 25.1 146 25.5 102 28.3 44 20.7 46 24.2

それ以上 18 2.4 16 2.8 11 3.1 5 2.3 2 1.1

679 100.0 513 100.0 333 100.0 180 100.0 166 100.0

ｂ．夜勤時の不

安・ストレ

スの有無

よくある 287 42.3 226 44.1 159 47.7 67 37.2 61 36.7

ある 247 36.4 195 38.0 123 36.9 72 40.0 52 31.3

たまにある 127 18.7 87 17.0 48 14.4 39 21.7 40 24.1

とくにない 18 2.7 5 1.0 3 0.9 2 1.1 13 7.8

672 100.0 507 100.0 328 100.0 179 100.0 165 100.0

ｃ．夜勤時の休

憩や仮眠の

取得状況

完全にとれる 59 8.8 38 7.5 21 6.4 17 9.5 21 12.7

だいたいとれる 266 39.6 206 40.6 138 42.1 68 38.0 60 36.4

あまりとれない 204 30.4 153 30.2 100 30.5 53 29.6 51 30.9

まったくとれない 143 21.3 110 21.7 69 21.0 41 22.9 33 20.0

出所：労働者アンケートより作成。



度も巡回。コール対応もすばやく行ける

様にしています。転倒などないようにつ

とめます。女性／40歳代

【446】立位不安定で見守り必要者。自立

者であっても認知ゆえかベッドから降り

ようとしたり，降りたり（センサーマッ

ト使用），昼夜逆転者の声出し，歩行者

等で他者が覚醒したりで，巡回を増やし

たりと仮眠なしのことが多い。女性／50

歳代

【592】看護士がいない為，特変事の対応

の不安が常にある。仮眠は２時間となっ

ていますが実際には１時間取れたらいい

ほうで，年々身体的にもつらい。３時間

仮眠が取れたら，精神的・肉体的にも楽

だと思う。女性／30歳代

【659】以前は老健で働いていたので夜間

もNSがいて安心がありました。特養

はNSは不在なので急変，事故，バイ

タル測定，服薬等の対応する事が多すぎ

であり，その他に介護職としての仕事が

多々あり，非常に肉体的にも精神的にも

追いつめられる。女性／50歳代

５．蓄積する疲労，無視できぬ離職希望

最後に，介護の持続可能性とも強くかかわ

る，介護労働者の健康面などをみておく。こ

れも施設長アンケート（表12）では認識が

やや低いような印象を受けたものの，川村

（2008）で指摘のとおり，他職種と比べても

介護労働者は，疲労の度合いが強いことと，

しかもその疲労を翌日に持ち越している（回

復できていない）ものが多いことが特徴だっ

た。そうした状況は今回の調査でもやはり同

様に確認される。健康には性差があらわれる

ので，男女別にも示した（表19）。

同表のとおり，普段の仕事における疲労

（身体疲労，神経疲労）の高さも疲労の蓄積

状況も高いことにあらためて驚きを感じる。

とりわけ正規雇用（女性）でその割合が高い。

順にみると，(ａ)身体が「とても疲れる」

60.5％，(ｂ)神経が「とても疲れる」61.5％，

さらに(ｃ)疲労高蓄積群も半数を超えている

のだ（54.9％）。男性介護職でもこの疲労高

蓄積群は４割を占める。

そして，介護職員は若い年齢層が多いにも

かかわらず，同じく正規・女性では(ｄ)健康

や体力面での不安については，「非常に不安

がある」だけに限定しても27.3％を占めて

いるのである。

さて，たしかに数値上は介護労働者の離職

率は改善されたが，潜在的な離職者層は少な

くない（表20）。

すなわち，(ａ)いまの職場・施設をやめた

り介護職からの転職を考えることがあるもの

は（「よくある」と「ある」）を足し合わせる

と，合計で全体の３分の１をしめる。とりわ

け正規雇用でその割合は高く４割を占めてお

り，なおかつ，その多くを占めるのは「よく

ある」で，およそ４人に１人の割合に達して

いる。背景にはこれまでみてきたような，労

働負担，人手や時間の不足により希望した介

護が提供できないこと，疲労・健康の問題な

どが考えられよう 。また(ｂ)介護に対する

社会的評価が低いと感じているものも相変わ

らず多く，６割を占めている。
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28)本文中ではふれてないが，仕事に関する悩み等

を職員同士で話し合ったり上司に相談する機会の

有無を尋ねたところ，そういう機会がないと回答

しているのは全体で３割だったが，そうした機会

と離職希望との相関関係が示された。すなわち，

機会が「十分にある（n＝89）」という回答群で

は「よくある」と「ある」をあわせても16.9％

であるのに対して，「まったくない（n＝49）」と

いう群では「よくある」だけで44.9％，「ある」

（20.4％）もあわせると全体のおよそ３分２を占

めた。どちらが先かその因果関係はこの分析だけ

では不明だし（機会がないから離職希望が強いの

か，あるいはその逆か），離転職の契機・要因は

それ以外にも数多く存在することは言うまでもな

いが，参考までに述べておく。



【184】介護の仕事を続けていて，健康面

で腰痛や肩こりにとても悩まされました。

肩こりはどんどん悪化し，かなりヒドイ

です。また，ナースシューズや入浴介助

時のサンダルによる足の裏にできた大き

なたこにも困っています。もちろん体力

も必要なので重たい人の移乗介助などで

手にもできます。体力的にも精神的にも

大変な仕事なので，若い人じゃないとで

きないなぁ…。といつも思いますが，肩

こりの事などを話すと「まだ若いのに

…」と言われて介護職の人が病院に通っ

ているのは多い気が…。健康診断はしっ

かりやってくれていても，健康上の不安

はとても大きいです。長くは続けていけ

ないと思います。女性／20歳代

【285】実勤８時間休憩１時間の９時間拘

束だが，毎日サービス残業をし，12時

間ほど働いている。休日も行事などイベ

ントがあればボランティアで外出に連れ

て行ったりと神経も身体も休まらない。

疲れが抜けず寝ていると足がつったりが

続いている。定年まで働けるのか，身体

がもつのかとても不安です。女性／40

歳代
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表19 強い疲れと蓄積する疲労，健康・体力面での不安 単位：人，％

全体 女性 男性

全体 雇用形態別 全体

正規 非正規

839 100.0 644 100.0 377 100.0 267 100.0 193 100.0

ａ．普段の仕
事での身
体の疲労

とても疲れる 427 50.9 342 53.1 228 60.5 114 42.7 84 43.5
やや疲れる 370 44.1 273 42.4 135 35.8 138 51.7 96 49.7
あまり疲れない 31 3.7 21 3.3 10 2.7 11 4.1 10 5.2
まったく疲れない 2 0.2 1 0.2 1 0.3 1 0.5
どちらともいえない 9 1.1 7 1.1 3 0.8 4 1.5 2 1.0

839 100.0 644 100.0 377 100.0 267 100.0 193 100.0

ｂ．普段の仕
事での神
経の疲労

とても疲れる 429 51.1 334 51.9 232 61.5 102 38.2 94 48.7
やや疲れる 359 42.8 275 42.7 134 35.5 141 52.8 83 43.0
あまり疲れない 37 4.4 27 4.2 9 2.4 18 6.7 10 5.2
まったく疲れない 3 0.4 1 0.2 1 0.4 2 1.0
どちらともいえない 11 1.3 7 1.1 2 0.5 5 1.9 4 2.1

833 100.0 638 100.0 375 100.0 263 100.0 193 100.0

ｃ．最近の疲
労の回復
状況

１晩睡眠をとればだいたい疲
労は回復する

138 16.6 99 15.5 41 10.9 58 22.1 39 20.2

翌朝に前日の疲労を持ちこす
ことがときどきある

310 37.2 232 36.4 128 34.1 104 39.5 76 39.4

翌朝に前日の疲労を持ちこす
ことがよくある

218 26.2 170 26.6 110 29.3 60 22.8 48 24.9

翌朝に前日の疲労をいつも持
ちこしている

167 20.0 137 21.5 96 25.6 41 15.6 30 15.5

（再掲) 疲労高蓄積群 46.2 48.1 54.9 38.4 40.4

838 100.0 643 100.0 377 100.0 266 100.0 193 100.0

ｄ．健康や体
力面での
不安の有
無

非常に不安がある 174 20.8 150 23.3 103 27.3 47 17.7 24 12.4
不安がある 438 52.3 346 53.8 200 53.1 146 54.9 90 46.6
あまり不安はない 208 24.8 135 21.0 68 18.0 67 25.2 73 37.8
まったく不安はない 18 2.1 12 1.9 6 1.6 6 2.3 6 3.1

（再掲) 不安ある計 73.0 77.1 80.4 72.6 59.1

出所：労働者アンケートより作成。



【323】12年間介護の仕事を続け，今は

６回の夜勤をこなしているが，この無理

な体の使い方をしていて5～10年後の自

分の体がどうなっていくのかが心配です。

女性／50歳代

【393】体調が悪くても，スタッフが足り

ず休むことができないため，皆，熱が

あっても点滴を打ちながら仕事をしてい

る。特に，夜勤後の疲れは１日か２日の

休みではなかなかとれず，年々疲労がた

まっています。皆，私達が利用者様を守

らなければという使命感を持って仕事を

しているが，このままでは体がついてい

けなくなると思う。使命感だけでは働き

つづけられないと思う。女性／40歳代

【408】体が精神力ともに年々つらくなっ

てきている。時差勤務のため，疲れもぬ

けない，気もぬけない状況。１ユニット

８名の入所者を対応するにも，困難に思

えてしまう時があり，自分は何人だった

ら，きちんと入所者にむきあえるのかと

思えるようになってきている。入所者家

族からの注文で困ることもある。休日で

も行事がある時には職場に行かなければ

ならないし，休日でも勤務変更の電話が

かかってきたりで，体調が悪くても，休

むことができない。代わりがいない，な

ので上司からは体調管理には充分気をつ

けろと言われるが，かなり限界にきつつ

ある，でも生活のためには続けざるをえ

ない。女性／40歳代

【494】精神的に不安定な職員がおり対応

が難しい。鬱によるもののため会話内容

も気をつけなければならなくストレス。
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表20 離職や転職を考えることの有無，介護の仕事に対する社会的評価をどう感じているか，職場での話し合
い・相談の機会の有無 単位：人，％

全体 雇用形態別

正規 非正規

フルタイム パートタイム

832 100.0 513 100.0 319 100.0 254 100.0 65 100.0

ａ．いまの職場・施設
をやめる，あるい
は，介護職からの
転職を考えること
の有無・頻度

よくある 173 20.8 121 23.6 52 16.3 50 19.7 2 3.1

ある 140 16.8 102 19.9 38 11.9 32 12.6 6 9.2

たまにある 304 36.5 186 36.3 118 37.0 92 36.2 26 40.0

とくにない 215 25.8 104 20.3 111 34.8 80 31.5 31 47.7

（再掲) よくある＋ある 37.6 43.5 28.2 32.3 12.3

843 100.0 519 100.0 324 100.0 259 100.0 65 100.0

ｂ．介護の仕事に対す
る社会的評価が低
いと感じること

よくある 254 30.1 168 32.4 86 26.5 68 26.3 18 27.7

ある 263 31.2 171 32.9 92 28.4 70 27.0 22 33.8

たまにある 232 27.5 133 25.6 99 30.6 82 31.7 17 26.2

とくにない 94 11.2 47 9.1 47 14.5 39 15.1 8 12.3

（再掲) よくある＋ある 61.3 65.3 54.9 53.3 61.5

833 100.0 512 100.0 321 100.0 256 100.0 65 100.0

ｃ．職場での，仕事に
関する悩み等を職
員同士で話し合っ
たり上司に相談す
る機会の有無・頻
度

十分にある 90 10.8 48 9.4 42 13.1 34 13.3 8 12.3

十分ではないがある 485 58.2 309 60.4 176 54.8 139 54.3 37 56.9

あまりない 209 25.1 128 25.0 81 25.2 62 24.2 19 29.2

まったくない 49 5.9 27 5.3 22 6.9 21 8.2 1 1.5

（再掲) ない計 31.0 30.3 32.1 32.4 30.8

出所：労働者アンケートより作成。



鬱の職員が増えている。女性／30歳代

【506】指導する立場となり人に教える難

しさ，リーダーシップをとる難しさ。そ

の上でお年寄りの生活をみているが極め

て人員不足で次から次へと業務をこなす

ことが多く，時にむなしさを感じてしま

う。体力，精神ともに疲れてしまう。女

性／20歳代

【528】転職は常に考えてしまうが，やめ

てしまうとその後の施設がさらに人手が

足りなくなってしまうので結局言えない。

精神的に疲れがあるとき，暴力を受ける

とさらに気分が落ちる。怒りもでるが押

し殺さなければいけない。女性／20歳

代

【694】年数を重ねるにつれ，疲労やスト

レスも蓄積されているようで，休みもリ

フレッシュのために使うことが出来なく

なっている。毎月の病院通いや整体通い

など，体のメンテナンスで使うお金がか

なりあることもストレスの一つ。女性／

30歳代

【703】腰痛があり介護度の高い方が多い

ので，あと何年働けるかわからない。出

産したら辞めるしかない今の職場。育休

を取って今の勤務体制に戻るのは不可能

です。妊娠した人はみな退職していきま

した。募集をかけても人が来ないので誰

でも雇っている。介護員の質の低下があ

る。女性／20歳代

【731】人間関係が非常に悪く，チーム

ワークが全くない現状。そのため，離職

者が絶え間なく，改善されない。介護職

員の社会的評価があまりにも低く，重労

働の割にやりがいをもって働く意欲がう

せてくるのがつらい。最終的に離職する

率が高く，国がもっと労働条件など考え

てくれなければ日本の介護は崩壊する危

惧がある。女性／40歳代

まとめに代えて

介護労働者の処遇改善を目的に実施された，

介護報酬の増額改定や処遇改善交付金の導入

が，たしかに一定の効果があったことは認め

つつも，こうして調査を行なってみると，こ

れらの施策はなお不十分であって，あらため

て，介護労働者の自己犠牲的な努力で利用者

の尊厳がかろうじて守られているという思い

を禁じえない。

とりわけ今回の調査では，賃金の低さもさ

ることながら，介護現場の労働負担が増して

いることが労使双方の調査結果から示唆され

た。介護の持続可能性が問われていることを

繰り返し強調したい。

政策的な課題と思われることについては川

村（2008）で書いたとおりで，あらためて付

け加えることはとくにないが，人員配置基準

の見直しや正規雇用を基本とした人員配置の

実現，安定的な生活が可能になる水準までの

賃金の早急な引き上げはもちろんのこと，求

められる技術や知識の獲得を可能とする研修

機会の確保，専門職としての位置づけの明確

化などとあわせて，それに相応しい賃金水準

の実現が中長期的な課題となるだろう。政府

は，雇用対策の一環としても介護分野への労

働力の流動化を（十分な配慮なく）推し進め

ようとしているが，介護の質を低下させ，低

賃金を固定化させることにならないよう十分

な配慮が必要である。

私たちのこうした考えは，安易な公費投入

の抑制や公費投入の合理化の必要性を掲げ，

「価格規制」や「参入規制」の緩和・撤廃を

通じて，「強い社会保障」ではなく「身の丈

にあった社会保障」を求めるような主張 と

は相反するものである。

また，もちろん上記の実現のためには，政

府（社会保障審議会介護保険部会「介護保険

29)例えば鈴木（2010）を参照。
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制度の見直しに関する意見」）もいう財源の

確保が必要であることは認識している。小論

は，介護保険の制度設計という大きなテーマ

を扱うものではないが，⑴介護の担い手をめ

ぐる問題に限っても，社会保障・介護の拡充

が必要であること，⑵負担と給付の関係を強

調し保険方式の堅持が主張されるのに対して，

保険方式をめぐる問題を鑑みると，税財源・

公費投入の割合を大きくしていく（長期的に

は保険方式の廃止も視野に入れる）必要があ

ること，⑶支払い能力に応じた負担という考

えにのっとった財源の調達方式を構築する必

要があることを考えている。

介護を含めいかなる社会保障政策を選択す

るかは，この分野で何が起きているかを凝視

しながら，諸外国の経験等 にも学び，判断

するしかない。介護の担い手の実態を明らか

にするという作業を重ねることで，その判断

に貢献したい。

謝 辞

2008年に続き，特養施設関係者のみなさ

まには，たいへんお忙しい中，勉強不足で，

かつ調査に不慣れな私たちに親切に対応して

いただきました。また札幌地域労組にはアン

ケートの配布・回収でお世話になりました。

御礼を申し上げます。介護をめぐる問題に対

する彼ら学生の関心が高まったことは今回の

調査研究の貴重な「成果」と考えます。

主な参考文献等

●伊藤周平『介護保険を問いなおす』筑摩書房，

2001年

●大井川裕代編『医療と介護の連携・調整』ぎょう

せい，2008年

●介護労働安定センター『平成22年版 介護労働

の現状（ )( ）』介護労働安定センター，2010

年

●川村雅則「介護・介護労働をめぐる問題（ )

― 北海道の特別養護老人ホームで働く介護職の

労働・生活・健康」『北海学園大学経済論集』第

56巻第３号，2008年12月

●是枝祥子編『これからの訪問介護と施設介護の視

点』ぎょうせい，2009年

●白崎朝子『介護労働を生きる― 公務員ヘルパー

から派遣ヘルパーの22年』現代書館，2009年

●鈴木亘『財政危機と社会保障』講談社，2010年

●炭谷茂編『社会福祉基礎構造改革の視座― 改革

推進者たちの記録』ぎょうせい，2003年

●橘木俊詔『安心の社会保障改革― 福祉思想史と

経済学で考える』東洋経済新報社，2010年

●堤修三『介護保険の意味論― 制度の本質から介

護保険のこれからを考える』中央法規，2010年

●日本労働組合総連合会北海道連合会（略称，連合

北海道）『北海道非正規労働者白書2009』連合北

海道，2009年

●本岡類『介護現場は，なぜ辛いのか― 特養老人

ホームの終わらない日常』新潮社，2009年

●八代尚宏編『「官製市場」改革』日本経済新聞社，

2005年

30)橘木（2010）を参照。

― ―108 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―109



北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)― ―110



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―111



― ―112 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―113



― ―114 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―115



― ―116 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―117



― ―118 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―119



― ―120 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―121



― ―122 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―123



― ―124 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―125



― ―126 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―127



― ―128 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―129



― ―130 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―131



― ―132 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―133



― ―134 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―135



― ―136 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―137



― ―138 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―139



― ―140 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―141



― ―142 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―143



― ―144 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―145



― ―146 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―147



― ―148 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―149



― ―150 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―151



― ―152 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―153



― ―154 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―155



― ―156 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―157



― ―158 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―159



― ―160 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)



介護・介護労働をめぐる問題（ )(川村) ― ―161



― ―162 北海学園大学経済論集 第58巻第３号(2010年12月)




